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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開議の宣告 

○議長(福嶋尚人君) 欠席議員の報告をいたします。 

 ６番、下川君から一身上の都合により、本日の定例会を欠席する届け出が提出されております

ので報告いたします。 

 ただいまの出席議員数は 15 名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ◎会議録署名議員の指名 

○議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、12 番、畑端君、13 番、建部君を

指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を行います。 

 質問通告順序により発言を許します。質問者席において、一括質問願います。 

 なお、８番、本間君、５番、北道君の質問に関連して説明資料が提出されておりますのでご確

認下さい。 

 では、13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) おはようございます。まず、最初に９月６日に発生しました胆振東部地震

で亡くなられた方々に心からご冥福をお祈りいたすとともに、被災者の方々に対しお見舞いを申

し上げたいと思います。 

 通告に従いまして一般質問いたします。空き家対策について。空き家対策については、平成 28

年度地方創生加速化交付金を活用して空き家の実態調査を委託し、平成 29 年２月時点で推定 570

戸の空き家の実態が明らかになりました。平成 30 年３月定例会での答弁で所有者の調査について

は 83 パーセントの調査が終わり、その後の意向調査についてをお聞きしましたが、意向調査につ

いては協議会の立ち上げ、そして、計画の方針に基づき意向調査が行われることになっているの

で、もう少し時間がかかるとの答弁をいただいております。しかし、なかなか協議会の開催まで

至らず、そのため計画の方針も立てられない現状です。将来のために早期に空き家の利活用を含

め新たなまちづくりに取り掛かるべきと考えます。率直にお聞きしますが、質問一つ目、空き家

対策がきちと進まない理由は何かお伺いいたします。 

 次に、公立中学校の制服等の費用について、本年５月、６月にかけて公明党として新たな政治

課題に取り組むために４種類のアンケート調査を全国 100 万人を対象に実施して参りました。新

ひだか町民からアンケートの一つ、子育てについて、経済的な負担の項目の中で制服や通学用品

の購入や買い替え費用が重いとの声を受けております。平成 29 年 11 月に公正取引委員会は、公

立中学校の取引実態に関する調査を公表されております。調査によると、学校が制服メーカーを

指定している割合は 21.3 パーセントで、多くは１社に限定している。ただ、指定を続けている理



 

- 2 - 

 

由ははっきりせず、慣例に従っているケースが多かった。指定販売所についても定期的に見直し

していない学校が 83.6 パーセントに上って制服の価格についても高止まりで、2016 年の制服の

平均価格は 2007 年に比べて５千円程度上がっており、中学校に対し、制服を取り扱う指定販売

所を増やしたり、メーカーの選定の際にコンペや入札を導入したりして、業者内の競争を促すよ

う提言され、保護者や生徒が安価で良質な制服を買えるような対応をしてほしいとの見解が出さ

れました。また、平成 30 年３月 19 日には、文部科学省より都道府県教育委員会を通して各市町

村教育委員会に対し、学校における通学用服等の学用品等の適切な取扱いについて保護者の経済

的負担軽減に係る留意事項の観点と通学服の選定等に当たっての注意事項が出されており、周知

と必要な指導等の通知がありました。そこで３点の質問をさせていただきます。 

 一つ目、公立中学校の制服等に係る負担軽減等、公正取引委員会の会見と本年３月の文部科学

省の通知に対して、当町はどのように受け取られているのかお伺いいたします。 

 二つ目に当町の中学校の制服等必要経費の平均の経費をお伺いいたします。 

 三つ目、今後当町として保護者の経費負担軽減に対して、この通知を踏まえて何らかの対策を

講じる考えは無いのかをお伺いいたします。 

 次に、ＩＣＴを活用した学習機会の充実について、北海道教育委員会は今年２月に千歳科学技

術大学との総合連携協力に関する協定を締結され、教育の充実発展のため場所を問わずに学ぶ機

会を提供できる同大学のｅラーニングシステムの活用推進に取り組んでおります。このｅラーニ

ングシステムは、英語と数学の問題が掲載され、英語は英検準２級から５級までの筆記とリスニ

ングに関する問題、数学は附則計算の問題の内容で、インターネット環境があれば場所を問わず

いつでも学習ができます。また、間違えた場合は繰り返し学習することが可能で、コンピュータ

が子どもの回答状況から理解度を判断して、一人ひとりに合った問題を出すシステムです。先日、

同教育委員会はいつでもどこでも予習復習することができるなど、公益分散型の本道において効

果が期待できることからこれらの内容や特徴、活用のための手順等を示し、教育委員会学校向け

の資料と実際の使い方を紹介した子ども向けの資料を作成し、４月に市町村教育委員会及び学校

に配付され促しております。そこで３点の質問をさせていただきます。 

 一つ目、教育長はこの千歳科学技術大学ｅラーニングシステムをどのように受け止めているの

かを考えをお伺いいたします。 

 二つ目、当町の小中学校でｅラーニングシステムの導入と活用の考えは無いのかをお伺いいた

します。 

 三つ目、当町は児童生徒の学力向上に大変力を入れておりますが、インターネットを活用して、

子どもが自分の習熟の程度に応じて、英語、算数、数学の問題に取り組むことができるこのシス

テムが各小中学校で、また児童生徒がさまざまな場面で活用されることは個々の学力向上に有効

な学習方法の一つだと考えますが、教育長の考えをお聞きいたします。 

 以上で一般質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) おはようございます。建部議員ご質問の大きな１点目、空き家対

策についての質問要旨、空き家対策がきちと進まない理由は何かについてご答弁申し上げます。 

 初めに、法施行後の経過を申し上げますと、平成 26 年 11 月に空き家等対策の推進に関する特

別措置法が公布され、翌年５月に全面施行されております。町としましては、空き家等対策事業
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の一部を新ひだか町創生総合戦略に位置付け、平成 28 年度において空き家等実態調査及び空き家

バンクシステムの構築業務を委託により実施しております。また、平成 29 年度においては、前年

度に実施しました空き家等実態調査で特定している 570 件の空き家等につきまして所有者情報を

収集し、空き家データベースの整備を進めております。 

 今年度の主な取組としましては、１点目に空き家等対策計画の策定でございまして、計画書に

つきましては生活環境課で素案を作成し、今月関係部署への内容説明を実施する予定でおります。

さらに協議を進め、協議会等の意見聴取後、年内の策定を予定しております。２点目は空き家等

に関する施策について必要な事項を協議するための協議会の設置でございまして、現在要綱の制

定、委員の選定準備をしておりまして、空き家等対策計画についても協議会の中で協議いただく

予定でございます。３点目は空き家等に係る所有者の利活用の意向調査でございまして、対象者

にアンケートを実施し、その分析を行う予定です。４点目は空き家バンクでございますが、先ほ

どの意向調査を実施後、利活用可能な空き家等の有効利用を促進するための手法として、来年度

からの運用開始を目指します。 

 以上、これまでの進捗状況をご説明しまして答弁とさせていただきますが、議員ご承知の通り

空き家等対策は発生予防などの適切な管理の促進に関することや空き家等の有効活用に関するこ

と、管理不全な空き家等への措置に関することなど、非常に幅の広い内容となっておりまして、

現在段階的に進めているところでございますので、ご理解をお願いし、以上答弁とさせていただ

きます。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) おはようございます。建部議員からのご質問の大きな２点目の公立中学

校の制服等の費用についてと、３点目のＩＣＴを活用した学習機会の充実についてご答弁申し上

げます。 

 最初に公立中学校の制服等の費用についての３点のお尋ねですが、関連がございますので、一

括してご答弁を申し上げます。平成 29 年 11 月 29 日に公正取引委員会は、公立中学校の制服の

取引に関する調査結果を公表し、制服の価格が高止まりしているとして、中学校に対し制服を取

扱う指定販売所を増やしたり、メーカーの選定の際にコンペや入札を導入したりして、業者間の

競争を促すよう提言しています。また、文部科学省からは本年３月 19 日付けで学校における通学

用服等の学用品等の適正な取扱いについての通知があり、その中で保護者の経済的負担軽減に係

る留意事項や通学用服の選定等に当たっての留意事項が示されているところですが、当町としま

しても、中学校の入学時におきましては出費が重なり、制服がいかに高価な物であるかは認識し

ており、保護者の負担が大きいことから出来る限り安価で良質な物を購入できることが望ましい

ものと考えております。本年度の町内中学校の制服等の必要経費につきましては、３校の平均経

費で申し上げますと、男子が３万 7,296 円、女子が４万 1,004 円という状況です。中学校の制服

は通常学校と生徒や保護者との話し合い、さらには校内における職員会議等を経て、学校長が最

終的に決定するわけでありますが、一度採用されると見直しの機会が来るまで、数年単位で採用

され続けるのが一般的であります。その間、学校に対して業者から制服の価格の値上げ等の相談

に来る場合がありますが、状況によっては、その時がデザイン見直しに伴う制服の一新の機会と

なります。その際、値上げを承諾し、引き続き採用される場合であっても、学校長は保護者から

の意見や教職員の意見等をもとに、業者と値上げ幅の圧縮について求めることが一般的な対応で
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あります。教育委員会としましては、制服のデザインの見直しに伴う制服を一新する機会が来た

ときが各学校に改めて指導する機会と考えていることから、その際には文部科学省の通知に基づ

き、適切に対応されるよう学校長に指導してまいりたいと考えております。なお、町として独自

に保護者の負担軽減策を講じる考えといたしましては、来年度の入学者において、就学援助等の

対象家庭に対して、いわゆる前倒しでの制服、カバン等の購入費を支給することとしております

が、それ以外の負担軽減策は現時点では持っておりませんのでご理解願います。 

 次にご質問の大きな３点目、ＩＣＴを活用した学習機会の充実について、３点のお尋ねですが

これも関連がございますので一括してご答弁申し上げます。千歳科学技術大学ｅラーニングシス

テムにつきましては、インターネット環境があれば場所を問わず利用が可能であり、学校単位の

申し込みのみならず、児童生徒が個人で申し込むことができること。また、主に英語、算数、数

学において、授業や家庭学習、放課後の補充的学習など幅広く一人ひとりに合った問題を提供し

てくれる無料の大変有効なシステムであります。教育委員会としましては、本年４月と６月の２

回、道教委からの通知を受けて、各学校に通知を派出し、活用を促してきたところでありますが、

年度が始まってからの通知ということで各学校では既に年間指導計画に基づいての指導がスター

トしていたこともあり、現在のところ学校での活用は無い状況にあります。このことから今一度、

各学校に基礎学力向上のための学習支援として、このシステムの利活用を促していきたいと考え

ておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) では、一通り答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。 

 まず、最初の空き家対策の関係ですけども、今年度取り組みの４点のお話がありました。今年

もあと半年ということで、今まで何か一つできたのかなと思いましたら、まだできていないとい

うことですので、とりあえずこの半年でしっかり精力的に取り組んでいただきたいなという思い

でおりますので、よろしくお願いします。 

 そこで町長にちょっとお伺いしたいんですけども、近年各地で空き家の問題が本当にクローズ

アップされておりますが、町長としてはどのように空き家対策について考えていらっしゃるか。

また、今後の利活用について、もし考えがあればということで答弁いただきたいんですけども、

よろしくお願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) ただいま建部議員から空き家対策に対する対策とそれから今後の利活用、何

か考えているのかというご質問でございます。空き家というのは、なかなか全国的にも増えてい

るという状況。これは、人口が減っているっていう中で当然のことだというふうに思っておりま

す。そういう中で今回私どもの町におきましても、今、住民生活部を中心に計画を作るというこ

とで、年内にはその計画を立てたいというような動きになってございまして、その計画に基づき

ながら各種対策を進めていく必要があるだろうというふうに思っているところでございます。空

き家の利活用ということでございますけども、６月の議会の中でもちょっと話をさせていただき

ましたが、実は新築リフォーム資金の補助の関係で、その空き家対策とリンクしたような形で何

かできないかということを今検討している最中でございまして、それを一つの契機として、特に

町の中にある空き家については、利活用できるものは利活用させるような促進策を併せて考えて
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いきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) じゃあ、次のほうに移らしていただきます。 

 次に、公立中学校の制服等の費用について一通り答弁をいただいております。学校としても出

来る限り負担が無いように、また安価で良質な物を望ましいものと考えていらっしゃるという話

なんですけど、そこで我が町の中学校の制服の平均価格、男子が３万 7,296 円、女子が４万 1,400

円という状況ですというお話をお聞きしました。これ全国的な平均価格っていうのは、男子が３

万 4,000 円なんですよ。女性が３万 2,000 円。全国から見ても男子は 3,296 円と女子が 8,996 円、

大変大きな金額ではないかなって、私は思っているんですよね。また、必要経費、またジャージ、

また上着のいるところ、静中が上着が決まりだと思うんですけども、そういう物を入れますと約

５万ぐらいかかるんですよ。本当にこの中学校入学当時の制服等の必要な経費っていうのは、大

変大きな金額ではないかって私自身も本当に勉強させて感じているんですけども、その中で制服

の見直しなんですけれども、これ今着ている服、以前見直されたっていうのは何年頃になるか、

各学校もしわかれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長(福嶋尚人君) 三上管理課主幹。 

○管理課主幹(三上泰範君)  ただいまちょっとわかるところでございまして、三石中学校におき

ましては平成 15 年に三石一中と二中の統合がございましたので、その時にブレザーというふうに

制服はなってございます。その他の静内中学校さん、第三中学校さんは資料等が無いもんですか

ら、ちょっと答弁は控えさせていただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) ありがとうございます。私も静中区間にて子どもたちが制服着る機会って

本当に少ないんですよね。静中の場合は、本当に年に何回かある。ほとんどジャージ姿で登校さ

れているという状況で、本当にそう思うと年数って言ってもけっこう長い段階からずっと同じ制

服で、たしかうちの子どもたちが着ているころ、本当もうだいぶなるんですけども、同じような

制服だなと思っていつも見ているんですけども、けっこう年数が経っているんだなって思ってお

ります。着る機会も少ない、年数も経っているっていう部分もあるんですけども、ほとんどジャ

ージ姿で登校されてますので、そういう部分にしても本当に入学当時にかかる約５万円ぐらいっ

ていうのは大変高い金額だなぁと。このことについて、最終的に学校の校長が決定権があるので、

なかなか難しい部分もあるんだと思うんですけども、今この時に公正取引委員会からの提言、ま

た文部科学省からも通達がされておりますので、それを踏まえていい機会だと思って、ぜひ学校

で職員会議等、また生徒、保護者等の意見を聞く機会っていうのを持たれるような指導は考えら

れないのか、考えていないのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 壇上でもお答えいたしましたけれども、やはり制服の更新の時期ってい

うときに我々は指導していきたい。公取の提言ですとか、文科省の通知に基づいてということで

お話しましたけれども、今のところ学校から伺っている範囲では、特に制服の更新だとか変える

っていうような動きはないということでの情報しかございませんし、こちらから制服変えたらど

うですかというお話する立場でもないと思いますので、それはやはり議員おっしゃる通り、保護
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者ですとか、学校の教職員なんかの意見を踏まえながら学校で対応していただくというような教

育委員会としてはスタンスになるかなというふうに考えております。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 教育委員会のスタンスよくわかるんですけども、私は、時って大事だなっ

て思うんですけども、チャンスってあると思うんですよね。こうやって国も公正取引委員会から

もこういういろいろ提言がされてるのももちろん学校もご存じだと思うんですけれども、そうい

うときに先生方の意見だとか、生徒、保護者の、私は皆さんから聞いたときには高くて困るって

いうお話を聞いてるもんですから、このようなお話をさせていただくんですけれども、ぜひそう

いう話を聞く機会っていうのは、やっぱり設けるべきでないかなって私は思いますので、ぜひお

願いできないかと思っております。 

 次に、保護者の負担軽減策っていうことで就学援助等の対象の部分で、先ほど今年度の予算で

31 年度の入学準備金が就学援助に、対象に前倒しされるんですけど、その支給額と支給月って、

もしわかれば今のところちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長(福嶋尚人君) 三上管理課主幹。 

○管理課主幹(三上泰範君) 新入学準備金の前倒しの関係で、例えば新１年生になられる方は、９

月から 10 月に就学時検診がございますけども、その時に申請等のご案内をさせていただきまして

平成 31 年３月に支給をしたいと思っています。それと、今現在６年生の認定対象者につきまして

も平成 31 年の３月に支給というふうにしております。それと、支給金額につきましては、小学校

が４万 0,600 円、それと中学校が４万 7,400 円となってございます。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 今、中学生も４万７千なにがしのお金がかかるというが、国から援助いた

だけるということなんですけども、これを見ても先ほど金額等のお話をさせていただいたんです

けども、実際、我が町では制服だけでも４万 1,000 円だと。本当にあと残りは何千円ということ

で、本当に準備金にしては、制服のお金っていうのはやっぱり高すぎるなっていうのは、すごく

私もこれを聞きまして感じておりますので、本当に先ほど、しつこいようですけども、生徒、保

護者、学校、関係者とこの機会に本当にこの金額でいいのかっていうことも、本当に話し合いで

きる機会を作っていくっていうことがすごく大事だと私は思いますので、ぜひそのことに努力し

ていただきたいなという思いでおりますので、よろしくお願いします。 

 今、全国的に子どもの貧困率っていうのが 13.9 パーセントと公表されております。制服等の費

用については本当に困っている方が声を上げ、安く、またその声に答えてあげられるような創意

工夫っていうのをしていただきたいなっていう思いでおりますし、ぜひ先ほども何回も言います

けれども、保護者の制服等の費用負担軽減に取り組まれるように、学校に適切な指導をしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に３点目の方にいきたいと思います。ＩＣＴを活用した学習機会の充実ということで質問を

させていただきます。まず、最初に本文の中でちょっと確認をさせていただきたいんですけれど

も、最初のどのように受け止めているかの中のご答弁だと思うんですけれども、そのシステムに

ついては、学校単位の申し込みのみならず児童生徒が個人で申し込むことができるっていうご答

弁をされてるんですけど、この個人で申し込みできるというのは、ちょっともう少し詳しく説明
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していただきたいと思うんですけども。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 私、壇上で個人でも申し込むことができるという発言をしておりますけ

れども、それにつきましては、基本は学校を通じて学校単位で申し込んでいただくのが理想的な

んですけれども、なかなかそうしていると全部がっていうことにもならない、年度途中というこ

ともありますし、それで個人で希望する児童生徒がいたら、その段階でその子たちを受け入れる

っていう形で申し込みを学校単位で取りまとめて、それを教育委員会が集約して、新ひだか町と

して申し込むという形で、今の段階では個々の希望を吸い上げるといった意味での個人単位での

申し込みが可能だということでご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 教育委員会としても、本当に無料の大変有意義なシステムでありますとい

うお話をしていただいておりますけれども、ところが、現在のところ学校の活用は無い状態であ

りますという。それが現状だということだと思うんですけれども、それでなぜどうして活用しよ

うとしないのか、学校はもうすでに年間指導計画に基づいてというお話があるんですけども、こ

のシステムっていうのは別に学校が年間指導計画に基づかなくてもシステムはできるんじゃない

かと私思うんですよね。そこで子どもたちがそこに申し込みをして、そして教育委員会を通して

道教委の方にアカウント申請して、そうすると別に学校で動かなくても子どもたちがそれを生か

して我が家で勉強できるシステムではないかと私は思っているんですけども、それも活用は無い

っていうのは教育委員会ではどうして活用しようとしないのかちょっとお聞きしたいんですけど、

ならないのか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 本年４月と６月に２度学校には通知させていただいておりますけれど

も、その中では学校単位での取り組みっていう捉え方というか、その内容周知がちょっと不十分

だったのか、文章の読み込みが不十分だったのかということもあるかもしれませんけれども、い

ずれにしましても、これは学校の授業でというよりも個々の家庭学習なり、補充学習でという捉

えで、これから各学校を通じて児童生徒一人ひとり向けのチラシと言うんですかね、こういうこ

とができますよという砕いた内容説明をしたものを配付して、募集というか、取り組むように促

すという取り組みを早急に教育委員会としてもやって参りたいということで考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 今一度学校の方に学力向上のための学習支援として、このシステムの活用

を促していきたいという、そういうお考えもあるっていうことでわかりました。それで現在ちょ

っと不登校だとか引きこもりの生徒に対して、私ちょっと人数は確認をしてないんですけれども、

人にもよると思うんですけれども、この学習意欲のある子どもに対しても、このインターネット

環境があれば場所を問わずですので、学習できるんではないかって私は思うんですけども、その

辺どのように思いますか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) おっしゃる通りでそういう形でも活用できればいいシステムだなあと

いうふうに捉えております。 
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○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 私が手に入った資料なんですけども、このｅラーニングシステムの利用状

況。これ８月 14 日現在なんですけども、20 町村、学校別では小学校８校、中学校 23 校、義務教

育学校の１校で合計 32 校で、児童総数がアカウント数では 4,123 件の方々が、これにアカウント

して利用されているということです。本当に徐々に増えていますし、道教委も本当に無料で場所

を問わず、確かにインターネットの設備がないとできませんけれども、本当に児童生徒に学ぶ機

会を提供できることから、さらに導入が進むんじゃないだろうかっていうお話もありますので、

ぜひ我が町も力を入れていただければなっていう思いでおります。それで、最後になるんですけ

ども、私いつも思うんですけども、本当に我が町も学力に対しては、教育長をはじめ皆さん全力

を上げて取り組んでいらっしゃるのは、よくいつもお話を聞かしていただいてわかっております。

大事なのは、私たちのできることっていうのは児童生徒たちに全道の子どもたちと同じ土俵に上

げてあげて、やっぱりそういう環境づくりっていうのは絶対大事だと思うんですよね。そういう

意味からも、本当に早急にこのｅラーニングシステムをぜひ早急に皆さんに通知をして、繋がっ

て勉強できる土俵に上げていただきたいと思うんですけども、上げるというお話をされてるんで

すけども、教育長、何かもしご意見があればお聞きしたいんですけれども。 

○議長(福嶋尚人君) 教育長。 

○教育長(髙野卓也君) 建部議員がおっしゃられる通り、私も全く同じ考え方を持っておりまして、

私、町内の小中学校に学ぶ子どもたちの学力を上げるために、ありとあらゆる手立てを講じてい

きたい。やれるものは全てやっていきたいという考え方を持っております。ご指摘のあったこの

ｅラーニングシステム、実はもう科目も増えまして、理科が年内にも出てきて、そしてさらに国

語、社会も一部設定されているという情報を得ておりますので、そういった新しい情報も含めて、

学校を通じて保護者の皆様方にご理解をいただいて、先ほど来、申し上げている通り、個でも申

し込むことができますので、学校を通じての話ですけれど、ぜひＰＲをして、希望調査をした上

で取り進めて参りたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) 13 番、建部君。 

○13 番(建部和代君) 以上で再質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長(福嶋尚人君) 説明員の入れ替えがありますので、そのままお待ちください。 

          休憩 午前１０時０７分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１０時０９分 

○議長(福嶋尚人君) では、次に進みます。 

 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) まず、冒頭ではございますが、去る９月６日未明に発生しました胆振東部

地震によりお亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害を受け

られました皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 それでは通告に従いまして、私は２件の質問をさせていただきます。 

 まず１件目は、観光振興についてでございますが、将来の人口推計について調査している大学

教授あるいは企業経営者からなる民間組織日本創生会議会が発表しました全国 1,800 市町村、
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2040 年人口推計結果によりますと、地方からの人口流出が続く前提で 2040 年、22 年後でありま

すけども、2040 年、若年女性 20 歳から 39 歳の人口が 50 パーセント減少するというものでござ

います。そうすると、消滅する可能性のある市町村は、全国に 896 あり、その中でも人口が１万

人未満で消滅の可能性が高い市町村は 532 に上るという結果でございました。そして、人手不足

の都市部に地方から働く世代が向かう傾向が一段と高まりつつあるということでございます。今

からの対策として交流人口拡大による地域活性化、つまり農林水産業はもちろんのこと、観光及

び観光産業の振興における地域の活性化への関心が極めて高いことを述べてございます。国や道

では、観光を重要な経済成長の実現のための産業政策の柱の一つとして掲げてございます。当町

でも今年の３月に新ひだか町第２次総合計画が策定され、観光振興を図るための現状と課題、そ

して対策が織り込まれてございます。ただ、町長はどのような観光の在り方を目指そうとしてい

るのか、私にはわかりません。６月の定例議会において証明されました町長所信表明あるいは町

長の皆様へのお約束にしましても、観光、そして観光産業に関することが示されてございません。 

 そこで次の３点についてお伺いしたいと思います。 

 １点目としては、町長はまちづくりに繋がるこれからの観光振興について、どのように進めて

いくのか。そして、地域創生を検討する中で、観光振興の位置付けで観光の将来像を含めて、ど

のような考えかをお伺いしたいと思います。 

 ２点目としては、当町の三大イベントと言われております、桜まつり、夏まつり、蓬莱山まつ

りは年々予算規模が縮小され、イベントの内容につきましても寂しさが感じられますが、楽しみ

にしている町民にはこれから先を心配する声が多く聞かれます。その点町長のお考えをお聞きし

たいと思います。 

 そして、３点目につきましては、当町は観光協会にどのように関わっているのかをお伺いした

いと思います。 

 次に２件目についてですが、子どもの貧困問題と対策についてでございますが、ここ数年前か

ら子どもの貧困問題について、その現状や実態が新聞やテレビ等で取り上げられ、大きな社会問

題となってございます。厚生労働省の国民生活基礎調査による推計では 13.9 パーセント、いわゆ

る７人に１人の子どもが貧困状態にあると言われております。この数字はあくまでも日本全国で

の平均値であり、10 人に１人の地域もあれば、２人に１人の地域もあると思います。子どもの貧

困対策推進法も平成 25 年に成立しまして、その後に決定した子ども貧困対策に関する大綱に基づ

き、各自治体は対策計画の策定を進めているようであります。当町として、まずは子どもの貧困

対策のための各種事業を行うにしても、現状と実態を把握する必要がある訳でございますが、そ

こで次の４点についてご質問したいと思います。 

 まず１点目は、全国的に子どもの貧困が大きな問題になっている訳ですが、当町の意図はどの

程度把握されているのかをお伺いします。 

 ２点目は、対策を図るには、まずは実態把握が必要だと考えますが、実態調査をされているの

かどうかをお伺いしたいと思います。 

 ３点目は、当町の取り組みと現状の課題があれば、その対策をどのように展開していくのかも

お伺いしたいと思います。 

 最後の４点目ですが、当町として子どもの貧困対策のための対策計画の策定をされているのか、

されていないとしたら策定するお考えがあるのかどうかをお伺いしたいと思います。 
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 以上２件の質問をいたします。どうぞご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 畑端議員からご質問の観光振興について答弁申し上げます。 

 １点目の観光振興の位置付け及び観光の将来像、また観光振興の進め方ということでございま

すが、当町の観光振興については、これまでさまざまな取り組みを進めてきたところであり、外

国人観光客の増加は見られるものの、依然として日帰り観光客の多い通貨型観光が主流となって

おります。少子高齢化に伴う人口減少が加速化する中で地域経済の縮小は大きな課題であり、新

ひだか町創生総合戦略においても新しい人の流れを作るとして、交流人口増加に向けた観光振興

策等に取り組んでいるところであります。 

 当町は馬を始めとした他地域にはない数多くの魅力にあふれ、その資源を存分に活用し、情報

を発信することによって、将来的には当町を含むここ日高地域が観光目的地として国内外の観光

客に認識していただけるよう、地域のご理解とご協力をいただきながら、関係団体及び関係市町

村等、広域的な連携を引き続き進めたいと考えております。 

 ２点目の三大イベントについて、議員ご指摘の通り、厳しい町財政事情を背景にここ数年の予

算規模は縮小の傾向にありますが、各イベントともそれぞれ主催する実行委員会にて協議を重ね

ながら開催しているところでございます。 

 次年度以降の開催に向けては、各イベントの目的に沿った適正規模での開催内容となるよう、

実行委員会内で十分に議論しながら、準備を進めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の観光協会との関わりについてでございますが、当町の観光事業を推進するべく、本年

３月現在 326 の会員により運営されている観光協会には、町として人件費等に対する財政支援の

みならず、外国人観光客の受け入れや新ひだか推奨品のＰＲ事業等、さまざまな場面において連

携協力のもと取り組んでいるところであり、今後も民間による取り組みの推進を図る上からも、

より一層の協力体制を整え、受け入れ体制の整備や情報発信等に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

○福祉課長(渡辺浩之君) 畑端議員からのご質問の大きな２点目、子どもの貧困問題と対策につい

てご答弁申し上げます。まず、１点目及び２点目の子どもの貧困問題について、当町においては

どの程度把握しているのか、対策を図るための実態調査をしているのかどうかについて、併せて

ご答弁いたします。 

 平成 29 年に厚生労働省がまとめた国民生活基礎調査によりますと、全国の 18 歳未満の子ども

の貧困率については、先ほどの建部議員の質問、畑端議員の質問でも申し上げられていたとおり

13.9 パーセントとなっております。 

 当町においては、同様の貧困の実態等調査を実施しておらず把握しておりませんが、本年４月

の保育料の所得階層で児童数を見た場合、教育・保育施設全体で 650 人の児童に対し、生活保護

世帯及び町民税非課税世帯に属する児童数は 80 人となっており、割合は 12.3 パーセント。平成

29 年度の小中学校の就学援助費の支給対象児童で見ますと、小中学校全児童数 1,616 人に対し、

要保護者、準要保護認定者合わせますと 244 人で割合は 15.1 パーセントとなっております。 

 また、参考までとなりますが、平成 28 年に北海道で実施した道内 13 の市と町、小学校２年生、
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５年生、中学校２年生、高校２年生の保護者を対象とした北海道子どもの生活実態調査結果報告

の報告書によりますと 18.9 パーセントが就学援助費を受けているとなっており、家計の状況につ

いては赤字との回答が 24.1 パーセント、ギリギリとの回答が 43.3 パーセントとなっております。

さらに平成 29 年には、平成 28 年度に実施した 13 の市と町に 17 の市と町を加え、30 の市と町

で実施した北海道子どもの生活実態調査結果報告。これは２歳と５歳の乳幼児を対象とした調査

ですが、その報告書によりますと、家計の状況については赤字との回答が全体の 20 パーセント、

ギリギリとの回答が 41.3 パーセントとなっております。 

 次に、３点目及び４点目の当町の取り組みと現状の課題があれば、その対策をどのように展開

していくのか、当町として子どもの貧困対策の計画を策定しているのか、していないとしたら策

定する考えはあるのかどうかについて併せてご答弁いたします。 

 貧困対策ということでは実施しておりませんが、低所得者に向けた取り組みといたしまして、

就学援助等の事業を実施しているほか、保育料の所得階層別負担等を実施しております。一口に

子どもの貧困と言っても、その要因は多岐に渡り、その対策については子どものみならず、保護

者の雇用対策等も必要になることから、雇用対策につきましては商工労働観光課、児童福祉施設

等の利用に係る子育て支援は福祉課、学齢期においての利用保護者等への就学費援助、奨学金等

の教育費用支援は教育委員会が実施しております。ただ、計画の策定となりますと、前段にそれ

ぞれの家庭の事情を把握するための調査が必要となりますが、その範囲は膨大で項目も多様なも

のとなるため、策定方針まで導くのはとても困難であると思われます。 

 当町といたしましては、平成 27 年 12 月に北海道が策定した北海道子どもの貧困対策推進計画

において、市町村等と連携、共同するネットワークを構築し、子どもの貧困の実態把握や効果的

な支援のあり方の検討となっていることから、道との情報を共有し、関係各課のみならず各関係

機関と連携を密にしていかなければならないと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長(福嶋尚人君) 畑端君、ここで休憩したいんですがよろしいでしょうか。 

 暫時休憩いたします。10 分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時２８分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１０時３９分 

○議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) ただいま２件に対するご答弁ありがとうございました。 

 それでは何点かの再質問をさせていただきます。 

 まず、１件目の観光振興についてでございますが、１点目の関係で先ほど山口課長が大事なこ

とを言われましたし、私もそうだと思っております。要するに単独、そして町だけでは観光振興

は図れないということでございまして、言われました当町を含む日高地域が観光目的として広域

的な連携が必要であります。私が申し上げたいのは、このまちづくりの中で人口の減少を食い止

めるにも観光産業にも力を入れるべきだとは申しておりますが、今、例を上げますと日高東部地

区、いわゆる浦河、様似、えりもを見てみますと、様似町では、この 10 月６日から 10 月の８日

にかけまして日本ジオパーク全国大会があり、周辺の町ではその大きな行事を利用して、盛んに
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チャンスと見て、町のＰＲそのものに力を入れているところであります。また、東部３町で浦河、

様似、えりもと、そして広尾町、隣り合う４町は３つの国道である天馬街道、黄金道路、日

高 ？？？？ 道を周遊することができ、各ドライバーコースを結ぶ三角形になることから、ご

存じの通りとんがりロードとして観光を図っているところでございます。 

 当町でも日高中部として、あるいは西部と組みながら、また先ほどもご答弁ありましたように、

日高管内全体の中で観光振興を図るべきと思ってございます。 

 当町も具体的な広域的連携の内容があれば、まずその点お聞きしたいと思いますがｌいかがで

しょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 現状の広域的な体制といたしましては、まず１番小さな単位と

しては新冠町と観光協会等との日高中部圏の観光協議会という団体がございます。あと、日高管

内全域の自治体、それから観光協会等が加盟しております日高管内観光連盟。さらには、厚賀イ

ンターチェンジを開通を記念いたしまして企業団体等がありましたオール日高の団体。さらには、

北海道新幹線の開業を機に結成されました日高、胆振の各自治体等が加盟している nittan 戦略会

議と、そういった数多くの広域的な連携等が組まれている状況にあります。 

 なお、当町といたしましては、さらに十勝圏の中札内村、さらには虫類のほうと連携をいたし

まして、イベント等の相互のイベントブースへの出店等を実施している。そういった状況にあり

ます。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) いろいろなとことですね、細かにご説明申し上げていただきましたけども、

私がちょっと心配っていうか、危惧してるのは、もし、ＪＲ線がなくなったら、これ仮定ですけ

ども、地図上から消えてしまいますよね。なおさらイメージダウンになるというふうに思います。

それで、私、前回もちょっと質問させていただきましたが、道の駅の重要さ。この辺をもう少し

何とかならんかって言ってますけど、この道の駅とか国道を利用した管内一体的に観光振興を図

るべきだと思いますけども、こういう道路上の  ？？  したものっていうことで、ちょっと

何かそこらへん考えありましたら、もう１度お聞きしたいと思いますが。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 道の駅も当然ながらそうなんですけれども、やはりそういった

交通体系が変わることによっても魅力ある観光資源ということであれば、観光客というのはいろ

んな交通手段を講じてでも当町を訪れてくれるもんだ、この地域に来てくれるもんだというふう

に考えております。そのためにもやはり各観光施設、観光資源等の魅力アップに向けた磨き上げ、

そういったものが必要だというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) そういうことで先ほど言いましたように、町独自っていうことと含めて、

独自でなくて連携を含めるっていうことは、当然そういった考えた中でご答弁いただいてると思

いますので、その点よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、２点目に移らさしていただきますけども、大変厳しい財政状況の中でのイベントで
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すからよく理解できますけども、主催するのがそれぞれのイベントは実行委員会で協議すること

になっておりまして、財布を握っているのが町ですから、そこらへんも町の意向に沿ってやるこ

ともあると思いますが、それで新ひだか町の三大イベントと言われる、先ほど言いましたように、

桜まつり、夏まつり、蓬莱山まつりについては、これらのイベントっていうか三大って言われて

ますけども、これは静内町、旧三石町においてもそれぞれが今までの旧町の歴史や諸先輩の方々

の熱意で現在に至った経緯がありまして、町としては工夫を交えながらイベントの見直しを探る

にしても、従来程度の規模のイベントを保つべきではないかというふうに思います。これ、来年

度の予算になりますけども、もうそろそろ 10 月に入りましたら準備にかかるわけで担当課の方で

はもう９月から入ってると思いますけども、そういったことで再度その点をお聞きしたいと思い

ますが、町長はこの度三石の築港で行われた花火大会が開催されたところに出席されたと思いま

す。町長はそこらへんの三石の花火大会も初めてではないかと思います。もちろん静内もそうか

と思いますけども、片方は川の方でやって片方は海でやってるっていうことで、いろいろ特色の

ある光景が町民の方も町長も見られたと思いますけども、そういった感想も含めて、今まで一連

で話し合われた観光振興というものをどうすべきかっていうことを、この場で町長のアイデアも

含めて思っていることがありましたらお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 観光振興、それとお祭りに関してのご質問だと思います。 

 まず初めに観光振興についてお話をさせていただきますと、ご指摘のとおり単独の町で観光を

一生懸命やってくというよりは、広域的な中でいろんな取り組みを進めていくということは大変

重要だと思ってございます。中でも、私どもの町におきましては、観光の素材というもの、その

素材を何にしてこれから発信していくのかっていうことが非常に重要だというふうに思っていま

す。皆様方ご承知のとおり、桜というのは一つの素材というふうに感じておりますし、軽種馬に

つきましては私どもの町、隣の町も日高管内全て、胆振も含めて軽種馬はいるわけですけども、

そういう昔からある素材を大切にしながら、皆さんに広く知っていただくと。それを関係する町

とともに連携しながら取り組みを進めていくというのが大きな方向だと思いますが、その際に一

つの課題として私感じてるのは、その取り組みを進める主体、それがなかなか出来上がらないな

と、この日高管内７つの町が連携していろんなことを話し合ったとしても、それを推進する母体

がなかなか出来上がってこない。そこに大きな課題があるのかなというふうに思ってございます。

この母体を作るということになりますと、なかなか難しい面もございますけども、それは管内も

連携しながら、また隣の  ？？けんえき？？  とも連携しながら、そういうことは課題とし

て捉えながら進めていく必要があるだろうというふうに思っているところでございます。 

 ２点目のお祭りの件でございますけども、議員からお話がありましたとおり、三石地区の漁港

に行きまして、花火大会それと露店も見てまいりました。なかなかお祭りというのは、私基本的

には大好きでございまして、地域の方々がその機会を利用しながら、お酒を飲んだり、子どもた

ち連れてって、今はヨーヨーすくいをやったり、いろんな場面で交流がなされるので、非常に私

も好きですし、大切だというふうに思ってます。しかし、お祭りのあり方というのは、ともすれ

ば行政主体の中で行われてきているというのが、お金の面ですとか、いろんな面でそのような感

じで捉えておりまして、そもそもお祭りというのは、そこに住んでる住民の方々が主体性を持っ

て、自分たちの町、自分たちの地区をどうしようかとみんなで集まって祭りをやって楽しもうじ
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ゃないかと、そういうものが主体となって行われるものがお祭りではないのかなあというふうに

感じてるところでございます。 

 実行委員長という立場で、私このお祭りの中で関わらさせていただいてきましたけども、お祭

りが終わった後に、そのお祭り自体の反省をやって、そのお祭りを動かしてく主体はどこになる

のかと、どういう住民の皆さんとの関わりを持ってお祭りを盛り上げていく必要があるのかとい

うことを検討していただくように、商工労働観光課のほうにお話をしているところでございます。 

 いずれにいたしましても三大まつりというお話がございましたけども、そういう検討を踏まえ

ながら、住民が主体となった中でのお祭りがどのようにできるのか。当然、町役場というのは職

員がたくさんいる訳ですからマンパワーとしては協力は惜しまないところでございますので、そ

の後の主体作りを進めていく必要があるのかなというふうに感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) 町長のお考えありがとうございました。 

 それでですね、先ほど町長言われましたように管内的な連携にしましても、主体がどこになる

かっていうこともいろいろ問題があるだろうと思いますし、それから過去ひも解いていっても、

やはり職員が主体となるっていうよりは住民のほうから動き出すっていうことが必要だし、そう

いったことが何度も繰り返されて、今に至ってるんですけども、先日、三石のほうで総合センタ

ーの前を利用して若い人たちが 2018 年夏まつりって言うんですか、そういったことですごく盛

り上がったと。これは自分たちが主体で動き出した。まさに町長が言われるように、町職員を当

てにするっていうことでなくて、若い人が何とか地域を盛り立てようということでやったのがあ

りました。初めてのケースですけども、私も行って見てきましたけども、ものすごく若い人たち

が集まって、和気あいあいに盛り立てていました。こういったことがこの新ひだか町全体にでき

ればいいのかなっていうふうに感じもしますし、また次回、来年ですけども大いに期待をかけて

頑張っていただきたいというふうに思っております。町長のご意見一応わかりました。それでで

すね、３点目、観光協会の関わりについてですけども、これは観光協会との関わりにつきまして

は一応わかったわけですけども、１点だけお聞きしたいと思いますが、８月の上旬に江別市にあ

る北海道情報大学経営情報学部学生が新ひだか町の観光や農業について学習しました。町内の観

光産業について学んで、報告書、提言を含めて観光協会に提出してるということでございますが、

その結果について町と当然観光協会はタイアップしてるっていうことだと思いますんで、その辺

の報告と提言を含めた内容を、情報交換をされているのかどうか、もしそのことでまた内容がこ

こでお示しできるんであれば報告していただきたいと思いますが。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 北海道情報大学におきましては、当町のゼミの合宿ということ

で、昨年、今年と北海道情報大学経営情報学部先端経営学科の福澤ゼミの３年生が、昨年、今年

と２年続けて訪れております。その中で町及び観光協会から町の産業、それから観光の現状、そ

れから課題、そういったものをお話した他、町内の各観光施設等を巡りながらゼミの皆さんはい

ろいろなことを感じ、そして、その年の末でございますが、観光に向けた提言ということでお示

しして、町のほうというか観光協会のほうに提言を寄せられたところであります。町のほうとい

たしましても提言の内容をいただいております。その中では、やはりこの地にしかない馬との触
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れ合いをもっと活用するべきではないか。その中には観光協会が主催するロマンロード号にも乗

車したんですけれども、それはあくまでも競馬学校を知っている方、競馬に興味のある方にとっ

ては楽しいところなんですけれども、やはり競馬を全く知らないとか、そういった方たち向けに

もっと乗馬施設等馬との触れ合いを活用できるようなものが、この地域の特色を活かしたものに

なるんではないかというような提言ですとか、観光客から見た新たな景観そういったものをどん

どん、今言うインスタ映えですけれども、そういったものをどんどんＳＮＳを活用して発信して

もらったらどうなのかといったような提言も寄せられているところであります。本年も８月の９

日から 10 日、ゼミ６名程度が訪れてくれたんですけれども、その点についての提言は今後また提

出される見込みというところでございます。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) その点わかりました。 

 それでは次に２件目に移さしていただきます。２件目は、子どもの貧困問題と対策についての

再質問でございますが、まず１点目と２点目につきましては、答弁では実態調査はしておらず把

握していないとのことでございますけども、全部署の援助費等や生活調査の数値から分析します

と、この厚生労働省のまとめた貧困率より当町は少し高いようでございます。そういったような

ことからできるだけ、手厚く対応していかなければならないんじゃないかというふうに私は思う

わけでございます。 

 それで１点目、２点目は、それはそれとして、３点目でございますが、答弁の中では貧困対策

というよりは低所得者に向けた取り組みの援助費や教育費用支援の説明をいただきましたけども、

私は貧困対策の大きな柱の一つというのは、教育支援というふうに思ってございます。そこでま

ず一つお聞きしますが、６月の定例議会において、教育長より本年度の教育長の執行方針を述べ

られましたが、子どもの貧困対策として就学援助の拡大を上げられておりますが、現在その拡大

内容及びその方針等を、もしお答えできれば伺いたいと思います。 

 この件につきましては、後ほど同僚議員が質問されるというふうに思っておりますけども、私

のほうは貧困の流れに沿ってでございますので、最初にお聞きしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 執行方針のお話がございましたので、就学援助費の拡大ということで掲

げております。その内容でございますけれども、本年度は小中学校入学に際しての保護者の負担

軽減を図るということで、就学援助費の新入学準備金の前倒し支給っていうことを平成 31 年度の

入学者から前倒し支給できるように予算を措置しているということでこれから事務を進めるとこ

ろでありますし、その支給単価につきましても、平成 30 年度から国の単価に合わせての増額とい

うことで小中学校それぞれ新入学準備金については２万円ちょっとの増額を図って支給をしてい

るところでございます。その辺りが援助費の拡大ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) ただいま述べられました拡大について、その点をよろしくお願いしたいと

思います。それで私が新ひだか町の取り組み等をお聞きしてるのは、実は国では子どもの貧困対

策法、これは平成 25 年に制定されたというふうに記憶しておりますけども、その制定に基づいて、
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その大綱であります子ども貧困対策に関する大綱に盛り込まれた支援の多くを地方自治体が担う

ことになって、推進体制を整えることを求められていることから質問してるわけでございますけ

ども、今言いました大綱では、当面の重点として教育、それから生活、就労、経済、この４分野

の支援をまとめております、大綱にですね。その中で教育支援については学校をプラットホーム

と位置付けて、総合的な子どもの貧困対策を展開するとうたっているわけでございます。それで

学校が果たす役割と責任はこういったことからすれば重くなるわけでございますけども、この子

どもの貧困の実態をできる限り、最初冒頭にお話したようにできる限り把握しとかないと、有効

な支援策が打ち出せないんではないかというふうに思っております。 

 そこでお聞きしますけども、その学校関係者や教育委員会が中心となって、子どもの貧困につ

いて理解を深めるべきだと思っておりますけども、その辺深めているかどうか、その見解をお聞

きしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 教育委員会の持っている情報と学校の情報と共有しているかっていう

ことも含めてというご質問でよろしいでしょうか。 

 大きく言いますと就学援助費ということで、毎年各家庭から申請をいただいた中で手続きを進

めておりまして、当然、学校は学校で自分の学校の児童生徒に対して教育相談的な部分はしっか

りフォローしておりますけれども、そういった経済的な面ということから申しますと、就学援助

費の申請に関しましては、基本学校を通じて申請を上げていただくという形で取り進めておりま

して、また、その支給方法なんかについても学校の協力を得るところがあるものですから、連絡

なんかにつきましても、そういった面では必要最低限ということでは学校との情報共有も図りな

がら、あくまでも個人情報の問題がありますので、その部分は充分配慮しながらということにな

りますけれども、そういったことで学校とは連携を図り、子どもたちなり、家庭に対応している

という状況でございます。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) 今言いましたように学校関係者や教育委員会とも連携を密にしながらやっ

ているということで捉えておきたいと思います。 

 それで、先ほど申しました大綱の教育支援の重点の一つとして、地域による学習支援というの

が盛り込まれていますけども、先ほども言いましたように、就学援助や教育扶助、奨学金その次

に学習支援というのが挙げられておりますけども、学習支援につきましては、いろいろ他の町村

なんかでも結構いいアイデアを持ち寄って、民間塾とかいろいろやってますけども、そういった

ことを町としても、教育委員会としても、学習支援となるものを、そういう支援をしているのか、

その分をちょっと私もわからない部分がありますので、ぜひ非教えていただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 当町で学力向上策の一環といたしまして、昨年度からになりますけれど

も、新たに２つの学習支援事業を展開しております。 

 その一つとしましては、放課後学習サポート事業ということで、平日の放課後に放課後児童ク

ラブを開設している児童館へ学習支援といたしまして、教育委員会管理課の指導主事を派遣いた

しまして、小学生児童に宿題の解説や補習、それから学習内容の復習等をサポートする取り組み

を開始しております。 
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 また、もう一つは公設学習塾ということで、学校の長期休業中に補充的な学習の場を設定いた

しまして、内容といたしましては小学３、４年生を対象とした算数の学習支援ということで一部

限定しておりますけれども、管理課の指導主事が中心となりまして静内高校のボランティア局の

生徒さんの協力も得ているほか、状況によっては管理課の職員も加わって実施しているという状

況がございます。 

 これらの事業につきましては、学力向上のための取り組みということで位置付けておりますの

で、直接的には貧困対策ということではありませんが、町内の希望数全ての児童を対象として実

施しているということで、そういった意味では受け皿という形で取り組みを行っているというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) 今、課長の方で申しましたとおり、そういった何らかの形でこういった学

習塾を支援しているということでございます。この学習塾につきましては、いろいとな道内町村

で民営塾とかそういったことをやって、かなり学力を上げているというところも実際出てきてま

すんで、そこらへんも各町村のやつを見ながら、ぜひ学力向上と人材育成のためによろしくお願

いしたいと思います。 

 それで子どもの貧困対策に関する大綱に盛り込まれました支援策というのは、先ほど言いまし

たように４分野の支援策を挙げてございます。それで複数の、実際最初に渡辺課長の方からお話

いただきましたように各課にまたがってるわけですね。それで各課でやってるからそれでいいや

っていうことになり得ますけども、そういったことを情報交換しながら進めるべきだと思います

けども、そういった統一的なことを取るためにも庁内において推進体制を組んで進めてはどうか

というふうに考えも持っているんですけども、そこらへんどんなもんでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

○福祉課長(渡辺浩之君) 北海道子どもの貧困対策推進計画の主旨にも挙げられていますが、今、

畑端議員おっしゃった通り、保健、医療、福祉ですとか、たくさんの課にまたがるような形にな

っております。部署ということになりますと、ちょっと私のほうからは答弁は中々難しいかなと

は思うんですけれども、現在は他の計画も含めまして、まず既存の制度、例えば教育委員会のほ

うではそういう支援体制もありますし、そういう部分を住民に十分周知、理解を図りたいと考え

ております。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) 課長のほうからは当然そういう答弁になるんでないかなと思いますけども、

そこでですね、これ最後になりますけども、その関連で町長にお聞きしたいと思いますが、その

子どもの貧困問題について、先ほど言いましたように、最近新聞やテレビ等で大きな問題になっ

ているということだけに、国も子どもの貧困対策法を制定して、各自治体にそういった対応の呼

びかけをしてるということは先ほど申しましたけども、今言いました庁内各課にまたがってるん

ですけども、そういったことの情報を各課それぞれでいろいろ支援策やってるんですけども、そ

ういう庁内に推進体制と一つのものを作って、貧困の境遇にある方の目の届くような町政を取る

べきでないかと思いますけども、ちょっと難しい部分がありますけども、町長いかがなもんでし

ょう。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 
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○町長(大野克之君) 貧困対策に関しまして、役場の中にそういう推進体制を構築すべきだという

お話でございますが、ご指摘のとおり、いろんな課でいろんな対策を講じているということでご

ざいまして、議員も行政経験がおありだと思いますので、それに基づく役場の中の対策、対応と

いうのはもうご存知かというふうに思いますけども、それをよりグレードアップするためには、

そういう集まり、情報を共有しながら、今までのこの形でいいのか、こういう面はどうなんだっ

ていう話し合いの場は庁内の中で持つ必要があるというふうに思います。それを推進体制という

かどうかは別としましても、そのような情報共有を持ちながら、課題意識を持って前に進めるよ

うな場を今後作って参りたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) 12 番、畑端君。 

○12 番(畑端憲行君) ありがとうございました。 

 以上私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

○議長(福嶋尚人君) 説明員の入れ替えがありますので、そのままお待ちください。 

          休憩 午前１１時１５分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１１時１７分 

○議長(福嶋尚人君) では次に進みます。 

 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 通告に従い、教育行政について２点を質問させていただきます。 

 まず、学校施設や通学路における安全確保の推進についてをお聞きいたします。ご存じのよう

に今年６月の大阪北部地震ではブロック塀が倒れて児童が犠牲となりました。しかも、このブロ

ック塀は建築基準法令に違反していたことが判明し、改めて学校施設や通学路における安全確保

の必要性が認識されております。 

 私はこの安全確保の推進をすべきとの観点から何点かの質問をさせていただきます。 

 まず、学校施設での安全点検はどのように行われているのかをお聞きいたします。当然法令に

より点検が義務化されているものは行われていると考えておりますが、その実施状況についてお

伺いをいたします。 

 また、法定点検対象外となる学校施設もあろうかと思いますので、その主な内容と対応をどの

ようにされているのかもお伺いいたします。 

 次に通学路の安全確保の確認はどのように行われているのか、冒頭に申し上げたブロック塀も

含め、どのような確認方法をされているのか、その実施状況をお答えいただきたいと思います。 

 そして、もしその結果、学校施設や通学路に問題だとされる事案があった時には、その対応を

どのようにされているのかお答えいただければと思います。 

 ２点目に学校の再編についてお聞きをいたします。この学校再編につきましては、昨年の 12

月議会の一般質問で私も質問させていただいております。その中で国の公立小中学校の適正規模、

適正配置に関する手引きを用いた再編整備計画策定の進捗状況をその時に質問をさせていただき

ました。その時の答弁で再編整備検討委員会での協議の進捗は予定より遅れているとの答弁があ

ったものですから、そこで、その後の学校再編整備計画策定への進捗状況をお伺いいたします。 

 次に、学校間、地域間連携の推進について、その取り組みについてをお伺いいたします。これ

は先ほどの学校再編整備計画にも大きな関わりがありますが、６月の教育行政執行方針にも盛り
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込まれておりますので、お答えをいただきたいと思います。特にその中にある中小一貫教育やコ

ミュニティスクールの導入について、今後具体的な検討を進めますとこの教育執行方針にもあり

ますので、その検討状況をお伺いいたします。 

 最後に小中学校の適正規模、適正配置の検討をどのようにされているのかをお伺いいたします。

これも教育行政執行方針には、将来を見据えた学校再編整備の策定を進めますとありますので、

お答えをいただければと思っております。 

 以上、１回目の質問とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 池田議員のご質問の教育行政についてご答弁申し上げます。 

 最初に１点目の学校施設や通学路における安全確保の推進についての一つ目の学校施設での安

全点検はどのように行われているのか、その実施状況を伺いたいについてでございますが、学校

施設の安全点検は、主に建築基準法に基づく法定点検と消防法に基づく法定点検があります。建

築基準法に基づく法定点検は都道府県の規則により建築基準法第 12 条第１項の定期調査の対象

として定める建築物に該当する学校で、３階建て以上又は延べ床面積が 5,000 平方メートルを超

える建築物について、特定行政庁が指定するものの管理者は有資格者による建築物の調査を定期

に実施し、その結果を３年ごとに特定行政庁に報告することが義務付けられておりまして、当町

においては、高静小学校、静内小学校、山手小学校、静内中学校、静内第三中学校及び三石中学

校の６校が対象となり、直近では平成 28 年度に実施しているところでございます。 

 この他、毎年教育委員会職員が全ての学校を訪問し、安全点検を行うとともに修繕が必要な箇

所の確認を実施しており適切な維持管理に努めているところでございます。 

 また、学校職員が校内巡回に合わせて日常的に点検を行っているほか、学校保健安全法に基づ

き、学校が実施する安全点検の一環として、学校施設の非構造部材等の点検について年１回チェ

ックリストを用いて実施しております。 

 次に消防法に基づく法定点検でありますが、消防法第 17 条第１項及び第 17 条の３の３の規定

により、消防用設備等が消火、避難等の消防活動に必要な性能を有するように設置するとともに、

消防用設備等又は特殊消防用設備等について有資格者による点検を定期に実施し、その結果を消

防長又は消防署長に報告することが義務付けられており、当町におきましても全ての学校で実施

しているところでございます。 

 続いてご質問の２つ目の法定点検の対象外となる学校施設はあるのか、その内容と対応をどの

ようにされているかでございますが、先ほど申し上げました建築基準法に基づく法定点検が義務

付けられている学校以外の学校、すなわち桜丘小学校、東静内小学校及び三石小学校の３校につ

きましては、建築基準法第８条第１項の規定により、建築物を常時適法な状況に維持するよう努

めることとされておりますことから、点検が義務付けられている６校と同様に実施しており、是

正の必要がある箇所について随時修繕を行っているところでございます。 

 今後におきましても、劣化等により是正の必要が生じている箇所を早期に把握するとともに、

適正な管理及び修繕を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次にご質問の３つ目の通学路の安全確保の確認はどのように行われているのか、その実施状況

についてですが、当町では全国的に通学路での悲惨な交通事故が多発している状況を受け、平成

27 年７月に国、道、町の道路管理部署、警察署、各小中学校及び町関係部局による新ひだか町通
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学路安全対策推進会議を設置して通学路の安全確保に努めております。その活動内容といたしま

しては、通学路危険箇所を定期的、継続的に把握し、効果的な対策を講じるため、毎年各学校に

おいて通学路の点検を実施し、危険と思われる箇所を事前に報告してもらい、推進会議のメンバ

ーにより現地の合同点検を実施しながら、有効な対策について協議を行っております。これまで

通学路の対策箇所として 20 カ所を取り上げ、町公式ホームページにも状況を掲載しているところ

であります。一部対策例を申しますと、見通しが悪く横断箇所が明確でない危険な状況への対応

として、路面標示によるゼブラゾーンを設置して安全対策を図ったものや、歩行者用信号機が電

柱の陰に隠れて見えづらい箇所について、歩行者用信号機の位置の移動調整を行ってその解消を

図る等の取り組みを進めております。 

 また、大阪府北部を震源とした地震において登校中の女子児童がブロック塀の倒壊により死亡

した事故を受け、教育委員会といたしましても直ちに調査を行い、結果をまとめ、各学校に情報

提供し、児童生徒への安全指導を行っていただいたところであります。なお、調査の結果、当町

においては、学校施設内にブロック塀の設置はありませんでしたが、通学路では 382 カ所にブロ

ック塀を確認したところであります。 

 次にご質問の４つ目のもし問題事案があればその対応をどのようにされているのかについてで

すが、例えば通学路の安全対策については、基本的には先にご説明しました通学路安全対策推進

会議の中で毎年対策を講じているところですし、今後も法定点検の結果や緊急を要する事案等に

ついては、その都度適切な対応に努めることとしております。 

 次に２点目の学校再編についてご答弁申し上げます。ご質問の(１)平成 29 年度 12 月議会でも

質問したが、再編整備検討委員会での協議の進捗は予定より遅れていると答弁があった。学校再

編整備計画策定への進捗状況を伺いたい。と、(３)小中学校の適正規模、適正配置の検討をどのよ

うにされているのか伺いたいでございますが、関連がございますので、一括してご答弁申し上げ

ます。 

 町立学校の再編整備につきましては、平成 29 年６月に新ひだか町立学校再編整備検討委員会で

諮問を行い、本年３月までに４回の検討委員会を開催し、協議がなされてきたところでございま

す。当初の予定では、検討委員会において、年度内の３月までに答申書を提出していただく予定

で進めておりましたが、慎重にご協議をいただいたことから時間を要したため、年度内に答申書

をまとめることが困難な見通しとなり、３月にそれまでの検討内容をまとめた中間報告書の提出

をいただきました。教育委員会では、提出いただいた中間報告書について４月 25 日から５月８日

までの期間において、町広報や町公式ホームページを通して、諮問事項であります町立学校の適

正規模、適正配置、施設整備及び再編整備に関し必要な事項の４点について、町民の皆様からご

意見を募集したが、併せて各幼稚園、保育所、ベビーホーム、子育て支援センター等、町内 13

施設の関係機関からも同機関において意見聴取を行ったところでございます。その結果、関係機

関及び町民の方から合わせて 25 件のご意見をいただき、検討委員会における２回の会議を経て、

７月 19 日に教育委員会に対して答申書の提出があったところでございます。 

 答申書の内容についてでありますが、諮問事項の１点目、町立学校の適正規模の検討について

では、国の法令上における学校の標準規模を考慮しつつ、学級編成替えができる規模とすること

が望ましいとの意見や、これまでの歴史的経緯や通学区域の状況、学校が地域コミュニティに大

きな役割を果たしていることから地域のさまざまな事情を考慮する必要があり、児童生徒、その
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保護者及び地域住民の十分な理解と協力を得る必要があること、なお、将来的には、静内地区の

小学校については１校若しくは２校に、中学校においては１校に再編することが望ましいとの意

見や、三石地区においては小学校の大規模統合から日が浅いことや地理的条件から現在の状況を

継続することが望ましいとされ、静内地区と三石地区は分けて整理する必要があることが述べら

れております。また、再編を行うに当たっては、段階的に年次計画を策定して再編を進め、通学

区域の見直しも併せて検討することも必要であるとの意見が出されております。 

 次に諮問事項の２点目、町立学校の適正配置の検討についてでは、小学校においては複式学級

を設置している学校があることや、高静小学校を除く各小学校が各学年とも１学級の単式学級で

あること、中学校においては学級数の減少や部活動の縮小等により、学校運営上のさまざまな支

障が生じてきていることから学校の再編整備は必要であること、また施設の立地条件を十分考慮

し、安全で安心な環境であることが望ましいとの意見が述べられております。 

 次に諮問事項の３点目、町立学校の施設整備のあり方についてでは、既存施設を最大限活用す

る長寿命化改修も選択肢の一つとして検討し、時代にふさわしい環境整備や防災機能の充実、施

設の複合化や多機能化等、地域コミュニティを念頭に置いた施設整備が大切であるとの意見が述

べられております。 

 次に諮問事項の４点目、町立学校の再編整備に関し必要な事項についてでは、９年間を見通し、

一貫した教育課程、教育指導を行うことにより豊かな人間性を養うことや。中１ギャップによる

不登校問題の未然防止等に有効な手段である小中一貫教育やコミュニティスクールを導入するこ

とが必要であるとの意見も述べられております。 

 この他にパブリックコメントでいただいたご意見についても検討の際に十分考慮してほしいと

の意見が付されております。 

 教育委員会では答申の内容を充分踏まえまして、再編整備計画の策定に向けて、教育委員会議

において４点の諮問事項のほか、統合を行った場合のメリット、デメリットの洗い出しや計画案

の骨子等について検討を行っているところであります。 

 今後は再編整備計画の策定に向けて、小中学校、幼稚園及び保育所のＰＴＡや自治会への説明、

意見聴取、その他にパブリックコメントの実施やまちづくり懇談会での意見交換を予定しており、

平成 31 年３月の策定に向けて、作業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

 最後にご質問の(２)学校間、地域間連携の推進にどのように取り組まれているか、特に小中一貫

教育やコミュニティスクール導入への検討状況を伺いたいについてご答弁申し上げます。学校間、

地域間連携につきましては主に研修活動を通して連携を図っております。 

 平成 29 年度、30 年度で申し上げますと、道徳の教科化に伴い、中学校区を中心に道徳の授業

公開を行い、実践交流することによって授業改善を図ったり、各学校に配置しております学力向

上推進教師による標準学力検査ＣＲＴの分析結果の交流をもとにした学力向上策を検討したり、

中学校の先達方も参加し、小学校の教科外国語導入に伴う研修会等を開催したりするなどして学

校間連携を図っております。 

 また、生徒指導面でも学校間の連携を図っており、平成 30 年度は静内小学校、静内中学校間で

中１ギャップ問題未然防止事業に取り組み、小学校と中学校が連携して不登校生徒を減らす働き

かけを進めております。 
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 さらに、小中一貫教育及びコミニュティスクール導入に関しましては、先ほど申し上げました

再編整備検討委員会からの答申にもございましたとおり、導入に向けて取り組みを進める必要が

あると考えており、教育活動の充実や地域との連携が深まる有効な仕組みとなるよう鋭意検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上ご答弁といたします。 

○議長(福嶋尚人君) 池田君、ここで休憩を取りたいんですがよろしいでしょうか。 

 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

          休憩 午前１１時３６分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時００分 

○議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 議長、上着脱がしていただきますのでご了承願います。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊。 

 丁寧な答弁をいただきましたので、簡潔な再質問をさせていただきたいと思っております。 

 まず、通学路のところでブロック塀の調査をしましたと、学校施設内は０カ所で、通学路では

382 カ所ありましたと、ということは学校施設内はゼロっていうことは教育施設内には何カ所か

あったんだろうと、数を聞いてるわけではありません。学校施設内はゼロではありますけども、

教育施設も含めて 382 カ所のブロック塀があったんだと理解をしております。その 382 カ所のブ

ロック塀があるということを確認したということで、そこで学校としては子どもたち、児童生徒

に気をつけましょうねという声掛けをしたということだと思うんですね。じゃあ、実際にその 382

カ所のブロック塀、ご存じのように建築基準法だかに合致してなくて、今回大阪では倒れたわけ

ですよね。ですから、そういうブロックがちゃんと地震とかいろんなもんがあっても安全なブロ

ック塀なのかというところの調査というのは行っていないんでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) まず、今議員のご質問の中で 382 カ所の関係でございますけれども、

それは教育施設内ということではございませんで、あくまでも各小中学校の通学路上ということ

で、それは道路沿いであったり、民地であったりということで教育委員会の職員が回って確認し

ております。そういったことでありまして、ただその塀が適法なものかどうかっていうことまで

は、我々教育委員会の立場では調べられるような立場でもないですし、だからあくまでも学校に

対しては通学路上にこういった場所がありますので、例えば地震が起きたとかそういった時は子

どもたちにはそういう所から離れるようにというようなことを中心に指導をしているということ

でご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 
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○14 番(池田一也君) 今回、大阪での震災の時の死亡事故を捉えて、文科省から各都道府県、こ

こで言えば道教委だと思いますけど、通達が出てますよね。私も読ましていただきましたけども、

多分それが道教委からこの町教委に同紙同様っていうか、ほぼ全文同じ文で通達は来てると思う

んですよ。その中身を僕が見たのは文科省から同教委に来た文章ですけども、要するに目視だけ

で何カ所あってというのもあるんですけど、要するにこの町で言うと建設課になると思うんです

けど、例えば町道に面したブロック塀であったら、建築基準法だか何だか法に、要するに安全な

ものかどうかそこを確認した上で、必要とあったら措置をすれというふうな、僕はそういう通達

であったと思ってるんですよね。ですから、僕は教育委員会だけに聞いてるつもりはありません。

町長部局にも、今回、答弁は町長にも求めているわけですから、そういう意味で特に全町と言っ

たらめちゃめちゃ範囲が広くなるんで、教育委員会、この通学路と限定をさしていただきますけ

ども、ここはやはり僕はきちっとそういう安全なブロック塀なのかというものは、それを点検す

れとした上で、危ないところがあったら是正すれと、民地に立っているブロック塀も含めてです

よ、例えば鉄筋が入ってるのか、そこに行って何年ですかとか、そこらへんはやってるもんだと

思ってるんですけど、どうなんですか。 

○議長(福嶋尚人君) 三上管理課主幹。 

○管理課主幹(三上泰範君) 今のお話の指導等に関しましては、実は当町全体で言いましても、例

えばブロック塀に関しましては、個人所有ということで、実は指導という立場にはございません。

それでそれを行うには、うちの管内では道の建設部の建築指導課というところに建築主事という

のがおりまして、そこが特定行政庁というところが指導等をする立場にあるところでございまし

て、それでうちの町としましては、建設課におきましては、ブロック塀等のお話があった時に、

８月の町広報７月 25 日の広報でもブロック塀の安全点検ということでお願いの周知もしている

というところの対応と、あと、委員会としましては、それこそ先ほど片山課長が述べましたとお

り児童生徒に通学路におけるブロック塀のところでは注意喚起をしているというようなことで、

今はちょっと現在進んでいるようなところでございます。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 本来調べるところが道の機関だよということでしたら、逆に、じゃあ町長

部局も含めて、その検査結果っていうものは町には来ないんですか。是正が必要な事案だけでも

この町に来ないんですかね。その上で、いや僕はブロック塀ってそんなにこの町に無いと思って

たもんですから、３百何カ所も、随分あるもんだなぁと思って今聞いてましたけども、もしそこ

で危ないというものがあったらね誰がどう関わってどこまでやるんですかね。僕、通告出したの

は、この度の地震が起きる前の日でしたから、よもやこんな地震が起きると思って通告出してる

わけではありませんけども、今回だってブロック塀多分倒れたとこは被害としてはないんですよ

ね、きっと。それはそうなんですけど町には来ないもんなんですか、ブロック塀の検査結果なり

は。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 建設課のほうでは、国交省の方のラインで危険なブロック塀がないか、

それは公共施設においてないかというような調査物が来ておりまして、基本的には公共施設とし

ては危険なものはないですというお答えをしております。それで、各個人の塀が良いか悪いかと

いう点検を特にはしていなくて、指導するのが特定行政庁の建築指導主事が指導するものでして、
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全ての民間のブロック塀を点検してるわけではございませんので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 私の思い描いてたのと全然違うもんですから、今少しびっくりをしている

んです。地震がありました、ブロック塀倒れました、この町でですよ。誰かが怪我をしました、

事故がありましたって言った時には、じゃあ、道が責任を持つわけですね、そういう意味では。

だって、民間の民地に立っているものが、行政が町が直しなさいどうしなさいという、それは権

限がないことはそれはわかりますって。ただ、調べるのが道であれば、道が調べた上で、じゃあ

是正が必要なら是正勧告なりとか順序があるんでしょう。そういうことは道がやるんだというこ

とで、町はそういう意味での責任はないんだねと。すいません、しつこいようで悪いですけど、

確認をさせてもらいたいんです。 

○議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

○建設課長(田中伸幸君) 町として責任があるかないかと聞かれれば、ないというふうには考えて

おりますが、じゃあ、それが北海道の建築主事の責任かと言いますと、あくまでも指導する立場

なものですから、それで塀が倒れて何か事故が起きたから北海道の責任かというと、またそうで

はないというふうには思っております。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) これを何度も続けていても結果は出ないと思うんですが、今回通学路とい

うことで私も質問してますから、やはり子どもたちが通学の時に事故にあわないようにブロック

塀に限らず、それはより慎重に見ていかなきゃならんと思うんですよ。後々何かあった時に町は

関係ないという答弁は今していないから関係ないとは言わないよ、言わないけども、普段からの

安全点検っていうのは、やはりもっともっと細心の注意を払っていただきたいなと、いただくべ

きだとこのように思っております。 

 次、移りますけども、要するにさっき学校が今９校あるよという話で、３校は定期点検をしな

ければならない中には入ってないけども、併せてやってるんだと。同様なことはやってくれてる

んだということが大体そういう主旨の答弁であったと思います。ただ、私思うのは学校だとかは

もう耐震化が済んでたりとか何とかで、それは外壁って言うの、それは大丈夫だと思ってます。

ただ、思うのは、例えば電気だとか、ガスだとか、照明だとか、暖房だとかと、そういうところ

の設備が、例えば今９校あるうち、昭和に建ってるのが７校ありますよね。平成になってから２

校しかないっていうことは、７校は 30 年は経過してるわけですよ。そういう中で暖房だ、電気だ

って、さっき言った部分が耐用年数がきてるはずですよね。そういう中で、なかなか町財政も厳

しいということもあって、いろいろ耐用年数というか、使えるよと定めている年数を、部品をそ

の都度かえたり、何なりということで何とか長く使えるようにしているわけですよ。それが悪い

と言ってる意味ではなくて、ただいつかは壊れる時が来ます。 

 例えば平成 25 年には三石中学校の暖房ボイラーを交換したりしてますよね。教育委員会の所管

としては、三石の体育センターって言うんでしたっけ、の暖房が壊れてかえてますよ。これは教

育委員会外になっちゃうけど、三石の確か国保病院の発電機でしたっけ、壊れたって言ってかえ

たと。それだって少しでも長く使えるようにって、いろいろいろいろやって長く使ってたわけで

す。でも、いざ壊れて、もうかえなきゃならんって言った時に、速やかにかえれるかどうかだと
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思ってるんですよね。それが私としては早急な対策っていうのを十分にしてくなんておっしゃい

ましたけども、なかなかそこらへんが、壊れてから新たに取り換える取りかえる時までのスピー

ド感が、それまでの用意しとく部分が僕は足りないんじゃないのかなと思うんですけどもいかが

ですか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員おっしゃるとおり、学校施設につきましては、建設後又は大規模改

修後 30 年以上経過した学校が多いです。建物の他設備面についてもご指摘のとおり老朽化が進ん

でおります。このことから修繕費用もかさんでおりますけれども、あくまでも児童生徒の安全の

確保、それから教育環境の整備について、必要不可欠なものであるという考えのもと、必要性や

危険性の高いものにつきましては、応急的な措置ということもございますけれども、その都度早

急な対応に努めているということで、そういうスタンスで教育委員会としては努めているところ

でありますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 特に暖房だとかは、これからの時期だって児童生徒の安全って考えれば、

なおのこと早急に、もし壊れたらですよ、その時に新たなものを購入するなり何なりして、それ

が子どもたちが暖かい環境で授業ができるようになるまでの、この期間を短くする努力をもっと

しなきゃならないんじゃないですかと申し上げているんです。だから、今、私は非常にいろんな

意味で制度、それこそ予算を出して可決されても含めて、時間がかかりすぎてんじゃないのかな、

もっと早急にやれる、だから事前の準備というものがもっともっと必要なのではないのかなとい

う思いをいたしております。 

 次に学校再編のほうに移ります。今回の再編整備計画、策定されようとしておりますけども、

諮問委員会に諮問した上で今回７月に答申が出ました。それで今まで私もこれまでもいろんな町

も教育委員会もいろんな大きなことをやる時には、やっぱり諮問して、その諮問が答申されて、

結果として、町長、教育長それぞれ部局で策定を出来上がりを出した時にはそんなに諮問委員会

の答申と早々変わらないと思っています。変わってもほんの語句の訂正みたいな一部的なものし

か変更はないと思ってるんですね。ですから、この７月に出された答申、これがそのまま来年３

月と答弁されましたそこの策定の文章にほぼ一致するんだろうと私は思っております。そこで学

校間、地域間連携のお話、答弁していただきました。これはあくまでもいわゆる小中連携教育の

部分の域を出ないと思うんです。私が求めているのは、小中一貫教育がどうなのかというところ

を求めているつもりです。ですから、小中連携教育と言いますと、小学校、中学校がお互いに情

報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指すさまざま

な教育という  ？？  。それに対して、その連携教育の中に小中一貫教育があって、９年間

を通じて教育課程を編成し、統計的な教育を目指すというのが小中一貫だということでｍ今やれ

てるのは小中連携教育はできているとしても、私はこの小中一貫教育をどうするんだというとこ

ろをお聞きしたかったんですね。ですから、それと併せて聞いちゃいますけど、コミュニティス

クールにしても、答申がうんぬんっていうのは勿論なんですけども、平成 29 年の４月に法改正さ

れてますよね。これが法によって努力義務とされたわけですよ。それが大きな違いじゃないです

か。だからこそ、法改正により努力義務となったと、だから教育委員会としては努力せにゃなら

んのですよ。だから、そこらへんを小中一貫、それとコミュニティスクール、これの考えを導入
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をどう考えていくのか。それがまず時系列的にいつ頃決定をしたいなと思っているんでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今ほど統廃合、それから小中一貫教育や地域と共にある学校づくり、い

わゆるコミュニティスクールのあり方についてということでご質問ございましたけれども、壇上

でも申し上げましたとおり、検討委員会から答申をいただいて、これらを導入することが必要で

あるという意見をいただいております。それで教育委員会はこの答申内容を踏まえまして、現在

検討を行っているところでありまして、来年３月までにと申し上げました学校再編整備計画の内

容等を密接に関連してくる部分でございますため、導入の時期ですとか、方法につきましては、

申し訳ございませんが現時点では申し上げられる段階にないというふうに捉えております。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 今、管理課長が言っていただいたのと繰り返しになっちゃいますけど、３

月に策定される予定の再編整備計画には、じゃあ、学校はどことどことくっつけてみたいな、ど

こが小中一貫で、どこがコミュニティスクールで、なんてそんなものは決定しましたなんていう

のは載らないんですよね。だから、そういうものは３月に策定されて、その上で今度は教育委員

会として、コミュニティスクール、小中一貫教育、これをまたちょっと時間かかるとしても、方

針なり、やり方を決めるなり、やらないという決定ももちろんあるんでしょうけども、いつの時

期かわからないって言いますが、おおむねどれぐらいというものは教育長どうでしょうかね。あ

んまり長く、いつまでもっていうのはどうかと思うもんですから、もし、もっと明確な時期がお

っしゃれるんでしたら、ぜひお聞きしたいんですが。 

○議長(福嶋尚人君) 教育長。 

○教育長(髙野卓也君) 小中一貫教育、それからコミュニティスクールに関わりましては、私自身

も３年前に函館市で行われましたコミュニティスクールの推進協議会という研修会にも参加をい

たしまして、また、全道の教育長会の中でも、このコミュニティスクールとか小中一貫教育のこ

とについては、よく研修課題として取り上げて研修をしている中なんですね。それで私ども管理

課の職員もコミュニティスクール等に関わる研修会、会議等にも派遣をして、情報収集等も行っ

ておりますし、また先行して実施している市町村の教育委員会にお願いをして、その資料を取り

寄せたりといったようなことも行っております。従って、教育委員会としては十分このことにつ

いて研究を進めているということで、まずご理解いただきたいというふうに思います。私自身も

小中一貫教育、コミュニティスクールの導入については、その必要性については認識しておりま

す。ただ、これを導入するに当たっては、そのメリット我が町の学校において、これを導入する

上において、どういったメリットがあるのか、それから導入する以上は長く続けられること、そ

してより効果が上がる形で導入を進めていく必要があるだろうと。そのためには学校の教職員の

きちっとした理解、そして学校の保護者、地域の方々、これは地域で学校運営に当たってくとい

う考え方ですから、ですから、そういった方々のきちっとした正しい理解、そういったものを得

た上でないとうまくいかないんではないかというふうに考えております。従って、既に導入して

いる市町村にあっても十分な住民のいわゆる熟議と言うんですけれども、いろいろと小グループ

で話し合ったり、全体で話し合ったりと、そういう会議を何度も重ねて、そして時間をかけて導

入に至ってるんですね。そういった手順を踏まないとうまくいかないだろうというふうに考えて

おります。従って、私どものこの町でコミュニティスクール、あるいは小中一貫教育を導入する
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というふうに当たっては、拙速に行うんではなくて、十分時間をかけて、効果が上がる形で導入

を進めていくと、そういう考え方で取り進めてまいりたいとそのように考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) なかなか明確ないついつまでにというようなことは言えないというのもわ

からんではないです。特にコミュニティスクールは、要するに法律の同士でコミュニティを取り

ましょうという部分。だから、ものの本を読むと、例えば公立の幼稚園、保育所、それと公立の

高等学校、ここも含めてコミュニティスクールとやっている事例もあるようなんですね。だから

すごく範囲が広くなりますし、やはりそれだけより慎重にというか、皆さんのご意見をとなると

時間もかかると思うんですね。 

 そこで私の通告順番どおりやらしていただきますけど、答弁では１と３をいっぺんに答弁して

くれたから３のほうに移りますけども、要するに適正規模、適正配置の部分です。要するにさっ

き小学校は何校が望ましい、中学校は何校が望ましい。そういう答申が出たよということなんで

すけども、私としては適正規模、適正配置、いわゆる学校の統廃合、これがいわゆる先ほどから

言っている小中一貫教育、コミュニティスクール、ここがはっきりした、だからこそ２つを一つ

にするよ、小学校、中学校を一つにするよ、そういうふうな流れにいかなければならないと思っ

ているんですけども、教育長どうですか。 

○議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 学校再編の具体的な内容っていうことに関わってまいりますので、申し

わけございませんが現時点では答えられる状況にないということでご理解ください。 

○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 私の意見として述べさしていただきますけども、学校の統廃合はあくまで

も拙速にやるべきじゃないと。その前にコミュニティスクールだとか、小中一貫教育、そこらへ

んを十分にした上で結果として統合という部分があってもしかりかなと思っております。昨年の

12 月議会にもお話しましたけど、学校統合というのが、要するに財政の再建のために２つを一つ

にやったら安上がりになるみたいな風潮でやられては駄目だと思う。もちろんそうは思ってない

のはわかってますけども、ですから、これは町長にお答えいただければと思うんですけども、い

わゆる財政がうんぬんと厳しいのはわかりますけども、今回、コミュニティだ、小中一貫だとな

った時にはやっぱりお金はやはりかかるのは当然なわけです。ですから、これが、決まったこと

ことがスムーズに移行できるようにすべきだと思うんですけども、町長のお考えを伺います。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 今、池田議員から教育行政について、収受ご質問があったところでございま

す。何と申しましても教育というのは本当に人づくりの上で１番大切なことだというふうに存じ

ております。一方で、教育長がお答えしましたとおり、小中一貫教育あるいはコミュニティスク

ールというものにつきましては、なかなかすぐさまどうのこうのということにはならないという

事情は教育長のほうからご説明したところでございますが、今検討しております再編整備計画、

これは教育委員の皆様にもご意見をいただきながら、教育長のほうでまとめてもらうということ

になっておりますので、池田議員のご指摘も踏まえながら、教育委員会の中で十分論議いただい

て、その結果は私町長として尊重したうえで、年度内の予算の中でその時々に適切に判断してま

いりたいというふうに考えてございます。 
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○議長(福嶋尚人君) 14 番、池田君。 

○14 番(池田一也君) 質問は終わりますけども、今現在、学校規模というのはすごく小さく、人

数が減ってきている。これは事実でしょうがない。ただ、ましてや複式というのが、今、桜丘小

学校と東静内小学校１クラスずつあります。来年の４月からは桜丘小学校もう一つ複式が増える

であろうと言われているわけであります。ですから、あまり時間をかけると、またさらに学校が

小さくなっていく、特色がなくなっていくっていう、そういうのも現実であろうと思うものです

から、精力的に教育委員会にはこの議論を重ねて、結論を拙速にはしていただきたくないですけ

ども、結論は早く出していただきたいと思っております。 

 質問は終わります。ありがとうございました。 

○議長(福嶋尚人君) 説明員の入れ替えがありますので、そのままお待ちください。 

          休憩 午後 １時２８分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時２９分 

○議長(福嶋尚人君) 次に進みます。 

 ８番、本間君。 

○８番(本間一徳君) 通告に従いまして質問いたします。 

 さて、私は今回初めての質問をいたします。ただいま本当に非常に緊張している状態で、何と

か間違わないように質問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは私の質問事項は２つあります。 

 一つは人口減少に伴う取扱いについてです。当町は人口減少が続いている緊張感を感じている

か全く伝わってこないと私は思ってます。我が町の良さを町外に知ってもらうためのＰＲ活動等

いろいろ方法があると思います。先月８月 22 日から 28 日まで札幌駅におかれまして、北海道ど

さんこプラザの前で日高振興局主催のもと日高フェアが開催されてます。そこに日高管内の特産

品の販売や観光ＰＲパンフレットが置かれてました。また、同じ敷地内に北海道札幌観光案内所、

食と観光情報館がございます。年中道内各種の特産品や観光ＰＲパンフレットがそこに置かれて

います。そこには日胆地区のパンフレットのスペースがあります。新ひだか町の物はなかなか見

ることが今現在私はありません。私はこの場所に興味があり、札幌に出向いた時に立ち寄ってど

ういう状況か見ております。要するにネットだけでなく、ペーパーで見てわかるような有効活用

するなど考えてはどうだろうということで、そこで次の３点をお伺いしていきたいと思います。 

 一つは、年々人口が減少してるが、当町として計画的に対策を行ってきたのかをお伺いしたい

と思います。 

 ２つ目、観光等、町外へのＰＲ活動について、町長の考えをお伺いいたします。 

 ３つ目、我が町に企業誘致についての考えがあるのかを町長にお伺いいたします。 

 続きまして２つ目はスポーツ振興の充実についてでございます。町民が気楽にスポーツに取り

組める環境整備及びスポーツ事業と交流についての考えの答弁をお願いしたいと思います。 

 一つ、施設の内特別の野球場等の野外施設について、ここ数年の利用状況をどう評価している

かお伺いいたします。 

 ２つ目、各野外スポーツの施設環境整備、移動トイレ、グランド等が遅れてるように見受けら

れます。どのように考えているのか、教育長にお伺いいたします。 
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 ３つ目、高校、大学、事業団等の合宿先として、我が町に誘致することでスポーツ並びに地域

活性化に繋がると思いますが、町長の考えをお伺いいたします。 

 最初に申し遅れましたけども、利用状況の資料提出ありがとうございます。あとで再質問の中

で使わせていただきたいと思います。 

 答弁をお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君) 本間議員の大きな項目の１点目、人口減少に伴う取り組みについてご答

弁申し上げます。 

 まず１点目の年々人口が減少しているが当町として計画的に政策、対策を行ってきたかという

ご質問でございますが、人口の減少につきましては、それに伴う税収の減など、地方の市町村に

とりましては非常に大きな課題であるとともに、将来に渡る影響も大きなものがあるものと認識

してございます。そこで、町では従来から滞在移住施策や新規就農対策、町のＰＲ等による交流

人口の拡大、出産や子育て支援策など、人口減少と少子高齢化に対応するためさまざまな施策に

取り組んできたところでございますが、平成 27 年には新ひだか町人口ビジョン及び新ひだか町創

生総合戦略を策定し、より一層計画的、戦略的に人口減少に対応した施策の展開に努めてきたと

ころでございますが、一方では国の交付金の使い勝手の悪さなど、創生総合戦略におきまして、

当初予定していた事業につきましても、見直しをせざるを得ない状況にございました。そのよう

な状況にありましたが、特に移住、定住人口の拡大を図るため、ちょっと暮らし体験住宅事業に

つきましては積極的に推進を図っているところでありまして、近年では移住者に地域居住者が増

加しているとともに、馬産地であることを活かした子どもたちへの馬文化の伝承事業につきまし

ては、道外からの児童も含め、町内外の多くの児童生徒が参加し、交流人口の拡大、将来の馬産

地を支える担い手育成に繋がっていくものと期待しておりますし、今後においても限られた財源

での中ではございますが、人口減少対策に係る各種施策の展開に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 次に２点目の観光等、町外へのＰＲ活動についてのご質問でございますが、新ひだか町創生総

合戦略におきましても地域資源の積極的活用、観光情報等の発信、外国人観光客の誘致などに積

極的に取り組むこととしておりまして、日本一の馬産地である特性を活かすとともに、二十間道

路桜並木などの名称、さらには昆布や和牛、ミニトマトや花きなどの豊富な地場産品のほか、最

近では本州での夏の異常な暑さに対して、新ひだか町の夏の涼しさが注目されておりまして、そ

れだけでも大きな地域資源といたしまして、今後ますます積極的にＰＲしていきたいものと考え

てございます。また、ＰＲの方法といたしましては、厳しい町財政の中、十分に費用対効果を見

極めながら、町内外におけるイベントでの特産品販売、ＰＲ活動、観光パンフレットの作成のほ

か、ウェブサイトやＳＮＳなどの各種メディアを積極的に活用するとともに、これからはより一

層管内各町及び関係機関、民間団体等と連携、協力し、地域の魅力を発信することが重要になっ

てくるものと考えております。 

 次に３点目の企業誘致についての考えがあるかというご質問でございます。議員もご承知のと

おり、当町では平成 25 年７月に新ひだか町企業立地促進条例を制定しながら、企業誘致につきま

しても取り組んできたところでございまして、条例制定から現在までホテル業で１件、飲食業で

１件、日用品販売業で１件、計３件の企業立地を後押しし、全部で 57 名の雇用創出に繋げてきた
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ところでございます。しかし、残念ながら、このうち１件は  ？？  少々での廃業という結

果にはなりましたが、残り２件は現在でも営業していることから条例に基づく各種支援制度につ

きましても一定の成果は上げているものと認識してございます。そこでご質問にございます、企

業誘致についての考え方についてでございますが、大変難しい課題であると認識しておりますが、

町に新たな雇用を創出するとともに地域経済を活性させる意味から企業誘致は大切な取り組みの

一つであり、今後も誘致に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 また、今後におきましても既存の支援制度に加えまして、企業誘致と空き家の有効活用をマッ

チングさせるような仕組み等につきましても勉強してまいりたいと考えておりますので、現時点

でお示しできるような具体的なものはございませんが、関係各課と知恵を出し合いながら、誘致

に向けた方策について取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) 本間議員ご質問の２番目、スポーツの振興の充実についてご答弁い

たします。 

 まず、１点目の屋外体育施設のここ数年の利用状況についてのご質問ですが、体育施設の利用

状況については、大会等の開催が利用者数に大きく影響し、多少の増減がありますが、全体とし

てはここ数年減少傾向にあります。屋外体育施設といたしましては、古川公園野球場は平成 28

年度 5,332 人に対して平成 29 年度は 4,684 人と 648 人の減、緑ヶ丘公園野球場は平成 28 年度

2,614人に対し平成29年度は1,760人と854人の減となっております。その他屋外施設としては、

右岸テニスコートは 665 人の増、パークゴルフ場は 1,176 人の増、左岸野球場は 143 人の減、ソ

フトボール場は 466 人の増、運動広場は 458 人の減、サッカー場は 1,381 人の増など増加してい

る施設もあれば、減少している施設もある状況となっております。施設によってばらつきがある

ものの、冒頭でも申し上げたとおり、全体としては減少傾向にあります。その要因につきまして

は、人口の減少に伴う少子化の影響、また子どもたちを含めた若者のスポーツ離れが原因として

あると考えております。教育委員会といたしましては、こうした現状を踏まえてスポーツを行う

環境の整備や事業の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の各屋外スポーツ施設の環境整備(移動トイレ、グランド等)が遅れているように見受けら

れるが、どのように考えているかというご質問ですが、質問の主旨を静内川右岸、左岸スポーツ

施設と理解した上でご答弁申し上げます。静内川両岸のスポーツ施設は昭和 63 年から平成６年に

設置され、右岸にはゲートボール場 10 面、テニスコート 10 面、スケートリンク、パークゴルフ

場２コース、左岸にはサッカー場１面、ソフトボール場２面、野球場１面、運動広場１面があり

ます。毎年、春先や施設の利用日程などを考慮し、定期的に整備を行っており、利用者が安心し

て利用できる施設づくりに努めてきております。しかしながら、屋外施設の整備は天候などに左

右されることがあり、多少遅れが生じることがありますので、その点につきましてはご理解願い

ます。また、移動式の仮設トイレは右岸に６カ所、左岸に４カ所設置しておりますが、故障など

により使用できない物があります。教育委員会といたしましても、トイレの整備は必要と考えて

おり、現在トイレの入れ替えに向けて設置場所を含め調査検討を行っておりますのでご理解願い

ます。 

 次に３点目の高校、大学、実業団の合宿先として我が町に誘致することでスポーツ並びに地域
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活性化に繋がるとのご質問ですが、高いレベルの技術を持った団体が当町で合宿を行い、町内の

団体や町民と交流を持つことは町内のスポーツレベルの向上やスポーツへの関心に繋がると考え

ております。団体が合宿先を選定するポイントとなるのは、優先的に利用できるスポーツ施設、

宿泊施設の確保、合宿経費の削減と言われております。当町といたしましては宿泊ができる三石

スポーツセンターを活用し、合宿の受け入れを行っているところですが、スポーツ種目によって

は利用する施設が近隣に無いことなどから利用する団体も限られている状況です。教育委員会と

いたしましては、これまで道内先進地を調査した結果、合宿先進地は種目に特化した施設の整備

により、スポーツ団体や実業団等の合宿誘致を行っております。また、合宿だけではなく大会の

開催により交流人口の拡大をしていることから、当町においても更なるスポーツ施設の充実によ

り合宿誘致を推進することができると考えております。今後スポーツ施設整備に当たっては、こ

れらのことも十分考慮し、検討してまいりたいと考えております。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長(福嶋尚人君) 本間君、ここで休憩をしたいんですがよろしいでしょうか。 

 暫時休憩いたします。10 分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 １時４６分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時５７分 

○議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。 

 ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 詳しい答弁ありがとうございます。 

 実は私のほうで議員になる前、議会の傍聴をさしていただいた時にいろいろ町側の答弁をお聞

きして、町民の立場としてあまりよく伝わってこないし、何を見たらわかんのかっていうのが全

くわかんなかった状態でした。それで私、広報の今までの５年間の人の動きっていうところ、１

番最後のところなんですけども、そこで人口を調査しましたら、大体５年間の平均で 409 名ほど

の減少となってます。昨年は 420 名でこの５年間でそんなに 100 人減ったり増えたりとかありま

すけども、大体平均的に減ってってます。409 名で 10 年経つと 4,000 人が減るわけです。昨年の

12 月で 23,005 人となってました。そうすると１万 9,000 人、だから、もうあっという間に２万

人は切ってしまう可能性があります。このままでいけば、おそらく６年か７年ぐらいで２万人を

切ってしまうのではないかなと思ってます。もっと町民も含めて、皆さんでいろいろ話し合って、

どんなのが１番いいのか、そういったものをいろいろチェックしながらやってったほうがいいの

かなと思ってます。あとでもまた説明しますけども、先ほど２番目で話したような観光だとか、

いろいろＰＲ活動も含めてなんですけども、まず、この人口減少の今の状況を見て、これから先

ほどの答弁と同じような流れで進めていこうと思ってるのか、また、他の団体も含めていろいろ

連携を取りながら進めていこうと思っているのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 岩渕企画課長。 

○企画課長(岩渕博司君)  議員おっしゃるとおり、過去の数字から現在までということでおっし

ゃってた数字、誠に残念ですけども、そのような状況であることは間違いございません。そして、

私たちの町におきましても急に人口減少対策をしたわけではございません。もうかなり前からや
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はりそういうことに対しまして、きちんとアンテナを出しながら、いろいろな各担当部署におい

て対策をしてきたところではございますけども、なんせ私たちの町だけではなくて、やはり日本

各地におきましてもこのような状況が続いております。人口を増やすということになれば、逆に

言えば他の町の人口が減るというようなことも考えられますので、果たして今度は次の段階って

言いますか、日本全体の人口減少を考えた場合は、どのような対策を練らなきゃならないかとい

うところに今はきていると思います。ですから壇上でもご答弁申し上げたとおり、いろんな対策

は講じております。そして、関係機関ともご相談をさしていただきながら、または町内の住民の

方とご相談さしていただきながら、いろいろなことを考えさせていただいております。今、壇上

申し上げたとおり、日本全体の人口減少を考えた場合は、あとは交流人口ですとか、二地域間居

住ですとか、プラス観光ですよね。そういうものについて、いろいろこれから検討して、地域内

消費ですとか、そういうところまで繋げていくような施策が必要ではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 道内でも、ちょっと忘れましたけども、新聞報道等で聞く内容しかないんで

すが、ある程度人口減を縮小してきてるという所もあれば、札幌自体も減少してると聞いてまし

たし、北海道内でもやっぱり減少しつつあると、それは私も十分承知してるところです。ただ、

いろんな形で皆さんの知恵を出し合って、これからいろいろ検討しながら進めていったほうがい

いんじゃないかなと思いますので、今こういうことやってます。だから、反省をしながら次の段

階にいくとか、または継続していかなきゃならないのはたくさんあると思いますので、その辺こ

れから頑張っていただければと思いますので、微力ながら私も協力していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ２つ目の観光等の町外へのＰＲ活動というところなんですけども、私の知る範囲であれば、先

ほど質問の中でお話したとおり、札幌の駅に確か西側のほうだと思ったんですけども、そちらの

ほうの敷地結構広いです。結構 10 年も 20 年も前からちょこちょこ顔は出してたんですけども、

だんだんグルメにうるさいご婦人方が多くなってきたのか、あそこに出向く人は結構増えてきて

ます。先日、私の時は平日に行ってまいりました。結構いました。前、道南のほうだと思ったん

ですけども、商品は結構お客さんが殺到していましたけども、私行った時は、日高フェアの商品

はそんなに集まってるような状況ではなかったです。そこでそのパンフレットの置き場所がある

んですけども、浦河、様似だとか新冠、日高町、その辺はありました。１ヵ月前に行った時は日

胆、胆振と日高で分かれてるんですけども、そのチラシは無かったんですが日高フェアに合わせ

てそこに胆振地区の分と日高地区の分ということで地図も入ってるんですけども、それは日高振

興局で作成させたのかちょっとわかりませんけども、その地図の中にもう既にない三石のゴルフ

場が載ってましたし、今、注目を浴びてます静内のエクリプスホテル、ハイジア、この辺が載っ

てなかったということで、その辺、日高振興局の観光振興課って言うんですか、そちらのほうと

の打ち合わせっていうか、そういったものをされてるのかどうかも含めて、今後インターネット

だけじゃなくて、やっぱりペーパーでわかるように静内の良さを知ってもらうためにも必要かな

とは思ってます。その辺これからどう考えているのかお伺いしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) ひだかフェアにつきましては、日高振興局を中心に管内各町が
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連携して、札幌駅のちょうど北口近くにありますけれども、どさんこプラザ札幌店でＰＲしよう

という試みで行われております。当町も 29 年度、昨年度なんですけれども、昨年７月に新ひだか

観光協会と連携いたしまして、推奨品のＰＲ等を実施したところでございます。商品を持ってっ

てもやはり通勤客等が多い場所でございまして、推奨品のＰＲ効果っていうものがなかなか発揮

できないというところもありまして、その費用対効果も含めまして、今年度の推奨品を持って行

ってのＰＲというのは参加していないところなんですけれども、観光案内所のほうに置けるパン

フレットの配付につきましても定期的に向こうのほうで在庫が切れましたら、私どものほうに追

加の送付依頼だとか、私どものほうからの送付等を実施しているところなんですけれども、なか

なか無くなってるタイミングの間っていうのがちょっとあったりして、私どものパンフレットが

切れてしまってる状況もあると思います。議員おっしゃってるとおりマップだとか、そういった

物は振興局のほうで作成さしていただいておるところで、そのデータがかなり古いというご指摘

もありますので、その辺につきましてはもう一度私どもと振興局のほうで確認さしていただいて、

最新の新しいようなマップにするとともに、パンフレットも在庫が切れないように振興局と連携

しながら進めてまいりたいというふうに思います。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 駅の情報館に置かれてるっていう形になると思うんですけども、そのパンフ

レットが無くなった時にどういう形で情報が流れてくるのか。例えば、観光協会のほうに来るの

か、直接こっちに来るのか、その辺ちょっと私どもはわかんないところもありますし、無くなっ

てなかなか向こうに行けないということであれば、本来はできないのかもしれませんけども、例

えば、私が札幌にちょっと行った時に持っていくだとか、そういった連携っていうかね、そうい

ったものがあれば１番いいのかなと思ってます。なんとか私も静内の、三石も含めて何とか良い

ところを宣伝するっていうわけじゃないですけども、アピールしていきたいと思ってますし、そ

の辺十分検討していただければなと思ってます。 

 ３番目のほうの企業誘致に入っていきたいと思うんですけども、今、高規格道路日高道が厚賀

町まで延びてます。今、新冠町に向けて工事が進んでる状況であります。新ひだか町まではいつ

になるかちょっとわかんない状況ではあるとは思うんですけども、今から、今までの人口減少も

含めた形のいろんな形を含めて、これをうまく利用していく方法を考えていかなきゃなんないと

思ってます。例えば、今日の２番目で畑端議員とダブんないようにちょっと話していきたかった

んですけども、道の駅の関係です。新冠町の道の駅は結構狭いということもありますけども、混

雑しているような感じは見受けられます。それ以上に三石の蔵三の所の横にもあります道の駅、

これもうまく連携していけばもっと人が増えるのかなと思ってます。あそこの駐車場が繋がって

いたかどうか、ちょっと記憶が定かではなくなってきたんですけども、あまり道の駅に停めて何

か買い物するだとか、そういうのを見受けられないような感じが新冠と比べたらあまり良くない

んでしょうけども受けてます。その辺、先ほども言いましたように繋げていきたいと思うんです

けども。札幌駅の中に浦河のアエルだとかそういった物は置かれてますから、今回見ても三石の

蔵三のパンフレットが置かれてないということもありますので、その辺、道の駅も含めてうまく

連携していけば、新ひだか町に訪ねてくるという観光客も含めているのかなと思ってますので、

その辺三石の道の駅、そちらをどううまく使っていこうっていう考えがあるのかお伺いしたいと

思います。 
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○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 道の駅につきましては、できた当初がかなり古かったというこ

ともありまして施設の老朽化等により、なかなか最近はやりと言いますか、流行の道の駅の形態

とはなってない状況にあります。また、トイレ等も古くて休憩する場所も少ない、そういったご

指摘もいただいてるところでございます。確かに道の駅の改修等も必要かと十分その辺は認識し

ております。ただ、その後改修したあとにいかにどう運営していくかっていうこともまた大事な

ところであります。ですから、特産品販売コーナー、さらには蔵三と連携した形での海浜公園も

含めた一体として、活用等を今後も引き続き整備に向けた検討をしていきたいと思いますし。そ

れら先ほども申しましたけれども、トータル網羅いたしました観光パンフレット等を十分外に発

信できるように体制のほうを整えてまいりたいというふうに考えております。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) はい、わかりました。これからもこのようないろんな頑張って取り組んでい

ただいてるっていうのがわかりましたので、継続してあきらめず、そのまま続けていただければ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 続きまして、次のスポーツ振興の充実について述べていきたいと思います。 

 体育施設の利用の関係でちょっと見させていただきまして、人口の減少に伴って利用数も少な

くなってるっていうのはわかります。ただ、今、施設のやっぱり老朽化とかいろいろあるかと思

いますし、そして、いろんな部分で当然昔は利用する人が多かった所もありますから、なかなか

場所を使われていない所を壊して、新しい施設にするだとか、そういったものまでなかなか考え

ていけないのかなとは思ってますが、あそこは左岸の奥のほうの野球場。おそらく２つのうち、

奥のほうの一つがもう使わない状態にしてるのかなと見受けられました。なぜかというのは、グ

ラウンドがもうホームグラウンド側も全部草でぼうぼうで整備もしていない。もう一つのほうは

若干綺麗にしているかなと思いますので、そちらのほうは多分この左岸野球場の使用 1,416 人に

繋がっているのかなと思います。１年間の使用の人数だと思いますので、こちらのほうの使用人

数でいけば、そんなに１日使われている回数っていうか、日数はないのかなっていう感じは受け

るんですけども、例えば今のサッカー場が今年はすごく増えて 9,209 名、1,381 名になってます。

ここ芝生なはずなんですが、例えばちょっと子どもさん方の練習の場として、例えば奥の方の使

ってない野球場を一つ壊して、そこの土であるかもしれませんが、パスだとかそういう走り込み

の練習だとか、そういったものはちょっと遠いかもしれませんけども、全部変えるっていうのは

お金もかかりそうですので、一部そういう形でサッカーをする方に貸してあげるとかっていう感

じを考えていらっしゃるのか、整備も含めてちょっとお聞きしたいと思ってます。よろしくお願

いします。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) 右岸、左岸のスポーツ施設の部分なんですが、芝の部分っていうか、

パークゴルフ場やサッカー場、そちらの施設については委託により管理されてます。他の部分に

ついては職員等でやっている部分なんですけど、先ほど壇上でもお話したとおり、春先や大会な

どの日程によっても整備はかけるんですけど、どうしても回数とかも十分入れない部分もありま

す。それで先ほど申し上げておりました１番奥の部分については、年間に春先６月ぐらいですか

ね、ちょっと使うぐらいでほとんど使われていないっていう状況で、そこまでなかなか整備の手
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が回ってないっていうところが現状だと思います。あと、施設は整備だけじゃなくて、やっぱり

使ってる施設っていうのはそれほど荒れてこないんですけど、使われていない施設っていうのは

なかなか整備が行き届かないっていう部分もできてしまう部分があると思います。１番奥の運動

広場っていう施設なんですが、運動広場についてはサッカーの練習やその他野球の練習に使って

いただいても結構な施設なんで、その辺は利用ができるような形で今後整備していきたいと思っ

てます。 

 以上です。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 私のほうでお話したいのは、サッカー場の芝生のほうはいろんな大きな大会

で使用してると思います。試合場の中でやっぱり練習とか準備運動とかできないので、奥のほう

の使われていない野球場を整備して、土でもいいですからパスだとか走り込みができるような状

態にするっていうことを考えているのかどうかっていうのをちょっとお伺いしたいんでよろしく

お願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) あまり芝にするとかっていうのは難しいとは思いますけど、土の形

でそういう活用をするっていうことは可能ですので、そういう形で使用できるようにしたいと思

ってます。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) やっぱり使用してない部分があれば、それをこれからいろいろ考えて整理し

ていく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ２番目のところに入ります。ここがこのスポーツ振興の充実についての私の１番気にしてると

ころなんですが、例えばパークゴルフ場、ゲートボール場、そちらについては移動トイレが洋式

に代わってます。あと、左岸にも一つ何かあったような気がしてます。今、各学校和式から洋式

に徐々に代えてるかと思います、と言いますのは新ひだか町の分についてはどうなってんのかち

ょっとわかりませんけども、まだ若干和式の分があるということは聞いてます。今、現在住宅を

新築するということになれば、大体、和式で新築する家はあると聞いてません。大体、洋式が多

いと思います。それで今の小学生、中学生、高校生もそうだと思うんですけども、そういう和式

のとこでトイレをするっていう経験がないと聞いてます。ですから、洋式にやっぱり外の施設に

ついても代えてったほうがいいのではないかなと思ってますし、今の設置されている部分でもう

使用されてない移動トイレ、そして古くなって錆びて使えんのかどうかわからないトイレ、いろ

いろまだ置きっぱなしになってます。それを右岸のテニスコートなり、スケート場なり、そして

左岸のほうはソフトボール場、野球場、そしてサッカー場で各やっぱり一つずつはできれば洋式

の移動トイレを、最新型のやつを置いてもらいたいなと思います。その辺これから、または早急

に代えようという計画はあるのかお伺いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) 右岸、左岸のスポーツ施設のトイレの部分なんですが、今、議員お

っしゃったとおり今の小学生は和式のトイレはなかなか使用は難しいっていうような話も聞いて

おります。また、施設によっては高齢者の方が利用する施設もあります。そういう部分で今ある

木のトイレっていうかｍログ風のトイレっていうのは、体育振興課が後から設置してる部分、先
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ほど議員おっしゃったとおり、パークゴルフ場とゲートボール場とサッカー場に一つずつありま

す。それ以外のトイレにつきましては、公園施設が整備されたとき、当初に設置された物で、結

構年数も経ってる部分で、故障して部品も無いっていう部分で、なかなか修理もできないってい

う状況になってます。それを踏まえて教育委員会といたしましても、30 年度の予算要求のときに

トイレの入れ替えの要求をしたんですけど、どこにトイレがどういうふうに必要だっていうもの

をしっかり計画をもって再度予算を計上してこいという指示がありましたので、31 年度につきま

しても先ほど申し上げたとおり、どこにどういうふうに必要かというのを検討して予算要求をし

ていきたいと思っております。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 今の話だと来年から予算をつけて設置したいという話には聞こえてこなか

ったんですが、その辺これから検討してくとか、そういう話なんでしょうか。教えてもらいたい

と思います。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) ある程度もう設置場所等、故障してる物の状況はわかっております

んで、それじゃあいっぺんにいくつもっていう状況にはならないと思いますんで、とりあえず一

つなりの要求をして、何とかトイレの入れ替えをしていきたいと考えます。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 予算の関係もあるかと思うんですけども、例えばこの利用状況の中で順位を

決めるんであれば、サッカー場、そしてテニスコートっていう形になっていくのかなと思います。

やはり、他町からもいろいろ練習だとか、練習試合だとか、いろいろ大会も含めてあろうかと思

います。やっぱり観戦している人も含めてトイレ、または水が飲める場所とか、手を洗える場所

だとか、そういったものがやはり必要ではないかなと思います。最近、草刈りは結構定期的にや

られてんのかなと思います。その辺、本当に計画的にされるよう要望していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 あともう一つはグランドのいろいろ観戦場所だとかの整備です。 

 まず、ソフトボール場の外野のほうのフェンスが３カ所壊れてました。練習とかだったらそん

なに引っ掛かって転んだりして怪我っていうのはあれですけども、やっぱり大会になると無意識

に体が全力で動いてまいります。そこで足引っ掛かって、けがっていうことになった場合に、こ

れは町のほうで保障するっていう形になるんではないかなと思いますが、その辺どうでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) ソフトボール場の外野のフェンスなんですが、移動式のフェンスと

なってます。畳一畳分ぐらいで１個１個取り外しができるような物になってます。それで土のう

とうで固定してるようなもんなんで、それらについては強風によって倒れたり、あと、作業のと

きに中に入るのに移動させる部分もあるので、そういうことで倒れたりなってる状況ではないか

と判断しますんで、その辺については早急に確認して対応したいと思ってます。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) それでやっぱり定期的に新ひだか町の大事な施設ですので、利用される方も

やっぱり大事なお客さんでもありますんで、けがのないようにプレーしていただくためにも、そ

の辺きちんと点検活動は必要かと思います。やはり何かあった場合は、全部管理責任はこっちの
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ほうにあるんじゃないかなと思いますので、その辺しっかり点検のほうお願いしたいと思います。 

 さらにソフトボール場、野球場、サッカー場もだと思うんですけども、観覧席の椅子、木造の

やつが設置されてない状況っていうか、そのまま放置された状態で使用できない物だと思ってま

す。あれを使うとなるとちょっと無理じゃないかなと思うような状態の観覧席のようです。そう

いったものを新しく、本当はやっぱり木のほうがいいんではないかなとは思うんですけども、や

っぱり錆びない丈夫な物にするとお金かかります。その辺も含めて直す予定があるのか確認した

いんですが、よろしくお願いします。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) ソフトボール場のフェンス横のベンチだと認識しますが、こちらで

作成しておいた物で結構古い物になります。それで右岸、左岸についても何度か水害で冠水した

りしてる部分があって、破損してる物も見受けられますんで、それについてはとりあえず撤去を

するっていう形を取って、今後そのあとどうするかは少し検討さしていただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○８番(本間一徳君) 私も昔新ひだかにいた時に朝野球やったり、そして今はパークゴルフ場で少

しでも体を動かして健康管理という意味でさせていただいています。いろんな形で次のほうもの

関係してくるんですけども、いろんな大会なり行われているときに、やっぱり自分たちで椅子持

ってくるんであればいいのかもしれませんけども、その辺あると手ぶらで応援に行ってもいいな

っていう形になるんじゃないかなと思います。逆の立場で考えたときに、自分たちが応援に行っ

たときにやっぱり立ちっぱなしっていうのはなかなか難しいんではないかなと思いますので、観

覧席って言いますか、簡単な椅子 10 人かそのぐらいでもいいでしょうけども、できれば多いほう

がいいのかなと思いますが、その設置を早く考えていただきたいと思ってるんですけども、やっ

ぱり予算の都合、すぐというのは難しいでしょうか。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) 施設によってっていうか、競技によってなかなかベンチを置くって

いうのが難しい施設もあると思います。特にサッカー場なんかですと、ほとんどコートに近いよ

うな形になってますんで、その部分についてはやっぱり自分たちでベンチなりを持ってきていた

だいてる状況にあります。また、ソフトボール場については、先ほど申し上げたとおり、過去に

こちらで設置した部分あるんですけど、野球場等についてはそういうベンチとかは無い状況にな

ってます。また、河川敷という状況もありますんで、あまりがっちりした物も作れることではな

いと思いますんで、もし設置するのであれば簡易的な移動式の物になろうかと思いますが、現在、

今の段階としてはどういう形でやるかっていうのは、ちょっとご答弁できない状況になります。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) いろいろと難しい部分があろうかと思いますが、川のふち、左岸と右岸、山

も含めてありますので、できれば木材のほうがその場所には合っているのかなとは思いますので、

その辺も含めて一応検討をお願いしておきたいなと思います。 

 さらに先ほど言いましたトイレだとかいろんな部分でグラウンドに入る場所だとか、私が１番

嫌いなのはクモなんですよ。クモの巣とかも張ってるんですよね。 

 あと、ソフトボール場のグラウンドが固い状態で、スライディングなんかしたら多分けがする

状態ではないかなと、すりむいたりすると思います。だから、その辺整備するのは体育振興のほ
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うでやられてるのか、委託されてるのか、その辺委託されてるんであれば、定期的に移動トイレ

の掃除も含めて、どういうふうになってんのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) まず、ソフトボール場の整備につきましては、委託はしてないで直

営でやってます。土の状況なんですが、ソフトボール場については一時期砂の入れ替えをしまし

て、その時は逆に柔らかすぎた状態になってて、今はそれよりは良い状態になってると思います。

それほど固くて危険な状態ではないというふうに判断しています。 

 トイレの清掃については、臨時職員なんですが週１回程度は回って清掃をかけています。入口

等のクモの巣等については、クモの巣は１日ぐらいで張っちゃうんで、なかなか毎日回るってい

うのは難しい部分がありますが、回って気がついた時にはしっかり取るようにしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) うちの周りもクモの巣が張ったりするんで、最近ホーマック等でクモの巣の

処理するものが売ってます。それを使いますと、そんなにすぐまたクモの巣が張ってっていうの

はなくなると思ってます。やっぱり対外的に使われてる人はそんなに感じないのかもしれません

けども、応援に来た方、または町外から来た方、やっぱり静内は来て、すごく環境も良いしそし

てきれいだということで、やっぱり人を呼ぶっていうのも段々増えてくるかなと、ですから今回

私はこの２つ一緒に質問事項としてさせていただいてます。その辺ぜひなかなか難しいとは言っ

ても、やっぱりきれいな新ひだか町にしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 最後に３番目の高校、大学、事業の合宿ということで、今、閉校でいいんでしょうか、学校が

使われてません。そこに、例えば呼ぶために合宿するための場所として、先ほど三石のスポーツ

センターを使うとかっていう話もありましたけども、いろんな方法があるのかなと思います。そ

して、費用の関係もありますので、安く提供できるような場所を考えてないのかちょっとお聞き

したいと思いますが。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) 閉校を利用した合宿施設っていうのは、以前にも下川議員からもご

質問を受けてます。それでどうしてもうちの町に合宿に来る方っていうのは長期休業、春休みと

か、夏休みとかに集中する。現状として過去 28 年、29 年あたりも三石スポーツセンターを利用

してる合宿っていうのは今３、４件ずつぐらい、あとスポーツセンターを使わないけど、町内の

宿泊施設を利用して合宿をされてるのが 29 年で４件、28 年で６件となってます。こういう状況

の中で多くの経費を投入して合宿施設を整備しても、それだけの需要が今の部分ではないのでは

ないかという部分で考えておりますんで、そういう廃校を利用しての合宿整備っていうのは今の

ところ考えてない状況です。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) 私からの質問は最後にしたいと思うんですが、先ほどお話したように観光 

そしてスポーツってやっぱり地域を活性化するための一つだと思ってます。ですから、あらゆる

団体、個人含めて連携を取りながら、皆さんで良い知恵を出しながら進めていく、そういう形が

１番良いと思ってます。早急にその対策を考えて、計画的に行っていく予定があるのか、今の話

だとちょっとすぐやっていくっていう話ではないみたいですので、その辺もう１度お聞きしたい
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と思います。 

○議長(福嶋尚人君) 田畑体育振興課長。 

○体育振興課長(田畑善側君) まず、グラウンド整備の部分については、より回数等を施設の状況

を見ながら整備をしていきたいと思ってます。 

 トイレの部分につきましては、やっぱり予算の部分もありますので、その辺十分財政局とも話

をしながら進めていきたいと思ってます。 

 合宿につきましては、周知の方法等を検討して、より多くの皆さんに情報発信して、できる範

囲の中で受け入れしていく体制を取りたいと思ってます。 

○議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

○8 番(本間一徳君) わかりました。大体、同じことの繰り返しかなと思いますので、とにかく予

算のほう来年多くもらうような形で設置できる、切り替えができる、整備できるような形で進め

ていただきたいと思います。これはもう今これから担う若い人たちのためにもなるかと思います

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは私の質問をこれで終わらさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10 分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時３９分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ２時５０分 

○議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) それでは通告に従いまして、この席に質問させていただきます。 

 町長は６月の議会において所信表明を行いました。その中で初めの項では町民の皆様へのお約

束の実現に全力で取り組むとし、２項での基本理念では「和」と「輪」をもって進めるまちづく

り、その先にある「環」に向かってとし、３項では基本政策として６点を挙げています。 

 今回、私は基本政策の１点目、町政運営の透明化についてお聞きいたします。次年度の予算編

成については、既に各課にその方針等を示しているところと考えますので、その基本方針をお聞

きします。それに対しては基本政策の１点目でもこれまでの慣例に甘んじること無く、普段の見

直しを行い、効果的な執行に努めるとしていますが、町長が新しく就任されたときは少なくとも

町長の新年度では前町長の業績に対し、評価と検証を行いながら、自らの政策を進めていく期間

であるとも言えます。今回は特に現職と新人との選挙であった状況では、その時間が必要ではな

いでしょうか。基本政策においても、財政運営については見える化に努め、より丁寧に説明責任

を果たさなければならないものと考えていると述べています。そこで平成 18 年度の合併時からす

ると、平成 28 年度では財政は悪化していると認識されていることと思いますので、平成 28 年度

に策定された新ひだか町新財政計画について、その進捗状況と評価及び計画期間内での達成見込

みについてお聞きします。併せて、財政の効率的な運営と健全化の状況を各種財政指標数値をベ

ースとした場合、どのように捉えているのかについてもお聞きします。 

 また、安定的財政運営は新財政計画の最終年度である平成 33 年度においても一般的に言われる

標準的数値を達成することは難しいのではないかと考えておりますので、どのように検討されて

いるのかお聞きします。 
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 さらに、34 年度以降において、真に安定的財政運営の実現の目標年度はいつまでにと考えてい

るのかもお聞きします。特に、平成 32 年度では国勢調査が実施されますので、この数値をベース

に算定される各種数値の影響はどのように考えていますか、あえてお聞きします。 

 この厳しい財政において、町長のお約束を実現する上からもどのような姿勢で望まれるのか、

次の２点についてお聞きします。 

 現実が厳しい高い次元の目標と言われる統制的理念、日常的、現実的目標と言われる公正的理

念、この２点についてお聞きします。 

 この場からの質問は終わらせていただきます。ご答弁のほうよろしくお願い申し上げます。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 阿部議員からご質問の基本政策における町政運営の透明化と新年度に

向けた町長の姿勢につきましては関連がございますので一括してご答弁申し上げます。始めに平

成 31 年度の予算編成方針のお尋ねですが、平成 30 年９月３日付けで各部課長へ通達したところ

でございまして、来年度の財政運営の考え方を示しております。 

 その内容について少しご説明いたしますと、国の経済は内閣府の月例経済報告によりますと、

景気は緩やかに回復しており、先行きについては雇用所得環境の改善が続く中で、各種政策の効

果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されるとした上で、通商問題の動向が世界経済に与え

る影響や海外経済の不確実性金融資本市場の変動に留意する必要があるとともに、平成 30 年７月

の豪雨による経済の影響に十分注意する必要があるとしています。 

 このような状況において、国は経済財政運営と改革の基本方針 2018 において、少子高齢化と

いう最大の壁に立ち向かい、持続的な経済成長を実現していくため、人づくり革命及び生産性革

命を実現、拡大し、潜在成長率の引き上げを確実に実現できる経済環境を整備するとともに、消

費税率引き上げによる需要変動の平準化に万全を期すこととしております。一方、地方財政に目

を向けると、好調な企業収益による投資の増加や賃上げ、雇用環境の改善等が期待されているも

のの地域や中小小規模事業者への経済波及がなかなか拡大されておらず、全国的な少子高齢化と

大都市への人口集中のもと、社会保障関係経費やインフラの更新経費を含む維持管理コストの増、

歳入では税収が大都市に集中する傾向が顕著になり、大都市と比べ、行財政サービスに大きな格

差が生じることが想定され、これは本町においても同様の状況になるものと認識しております。 

 本町の財政状況は、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は 90 パーセント台の非常

に高い比率が続いており、財政の硬直化が顕著となっておりまして、これは現在本町で展開して

いるさまざまな行政サービスの行政評価などによる検証が不十分であったものではないかと考え

ております。 

 また、これとは別に先ほど申し上げましたように少子高齢化や人口流出に伴う人口減少が挙げ

られ、中でも町税等を納めていただく町民の減少が大きなものとなっております。このことを受

けまして、人口流出の減少や交流人口増加を目的といたしました各種施策を展開していますが、

改善にはなかなか繋がっていない状況でございますし、人口減少が続く中でも、歳出予算規模の

縮小が進まない行政運営が市町村合併から続いており、収支の調整を図ることが非常に困難な環

境となってございます。このような状況のもとで本町が将来に渡って活力ある地域として発展し、

住民が幸福と充実を感じ生涯を通じてこの町に住みたいと思えるまちづくりを実現するためには、

現実性のある財政運営を最優先の課題として捉え、真に必要な施策の選択と重点化による限られ
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た財源の効果的な活用や適切な行政評価の徹底などによる歳出抑制と、併せて受益者負担の適正

な見直しを進め、新財政計画に掲げる数値目標の達成と持続的で良質な行政サービスの提供に取

り組むようお願いしたところでございます。 

 次に、新財政計画に掲げる数値目標の達成による健全財政の実現についてのご質問でございま

すが、新財政計画におきましては、安定した財政運営を行うために的確に住民ニーズを捉えた行

政サービスの展開と収支の均衡や適切な事業選択による、将来世代への負担の軽減が重要と捉え、

予算規模の縮小、基金残高の増額、地方債残高の減少の３つの数値目標として設定しております。

この３つの数値目標を達成することは。財政の健全化には非常に効果的であり、経常収支比率や

実質公債費比率、将来負担比率などの財政指標の数値も改善されるものと考えておりますが、そ

のことだけで健全財政の実現が可能であるとは認識をしておりません。新財政計画は議員もご承

知のとおり、本町の財政運営を進める上での大きな指針でございますが、行政運営の方向性や個

別の事業に対する対応方針等までを定めた計画ではございませんし、先ほど申し上げました人口

減少に伴う税収の減少や高齢化対策、広がり続ける社会福祉施策への対応、老朽化したインフラ

の更新など、さまざまな行政課題と限られた財源の効果的な活用を適切に行わなければ健全な財

政運営を維持できませんし、国の地方財政対策の方向性が変われば、行財政の運営も大きく変わ

るものと認識しております。我が町に限らず、現状の地方財政を劇的に改善する策は見当たりま

せんので、10 年、20 年先を見据え、目の前にある住民ニーズや行政課題に丁寧かつ効果的に対

応することが財政健全化の一歩ではないかと考えております。 

 次に、財政計画最終年度における標準的な数値の達成とのご質問ですが、ご質問にありました

標準的数値が何を指しているのかわかりかねますが、経常収支比率であれば一般的には 70 から

80 パーセント、実質収支比率であれば３から５パーセントが望ましいとされております。ただし、

経常収支比率の 70 から 80 パーセントについては、インフラ整備が済んでいない時代のなごりで

あるとも言われておりまして、実際平成 27 年度の地方公共団体全体の経常収支比率は 91.パーセ

ントとなっており、全国的にも高い割合となっている状況でございますし、本町においても計画

の最終年度に当たる平成 33 年度において理想的な数値まで達成することは困難であるものと認

識をしております。 

 先ほどご答弁しましたが、これらの比率が仮に一般的に望ましいとされる数値になったとして

も、それだけをもって財政健全化であるとは言えないものと考えており、行政サービスと負担の

バランスも重要なものであると考えております。 

 真に安定的財政運営を実現する目標年度につきましては、何年度までにとの具体的な目標を設

定をしてはおりませんが、今ある新財政計画の目標達成に向けた取り組みを着実に行い、少しで

も目標値に近づける、目標を上回る数値を達成することが安定的な財政運営につながっていくも

のと考え、さまざまな取り組みを続けていく必要があるものと思います。 

 また、平成 32 年度の国勢調査における各種財政数値、指標の影響についてのご質問がありまし

たが、財政数値や指標につきましては、人口の予測だけで算出できるものではございませんので

推計はしておりませんが、地方交付税の基準財政需要額の算定において、消防費や地域振興費等

の行政項目の測定単位として国勢調査人口が使われておりますので、人口減少が進めば、当然地

方交付税の交付額が減少いたしますし、この影響により標準財政規模は小さくなり、標準財政規

模を算定の基礎としております財政数値や財政指標は、財政状況が現調と変わらなければこれま
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で以上に数値等が悪化するものと認識をしております。 

 最後に、基本施策の取り組む姿勢のご質問ですが、議員からのご質問の中にありました統制的

理念と公正的理念がどのようなものかは承知をしておりませんが、町政を進める上での基本理念

は町民自らがそれぞれの立場で町政に感心を持ち、新たなまちづくりに積極的に参加することを

目指して町政運営に取り組んでまいりたいとの考えでございますし、その根幹となる財政運営に

つきましても、町民皆様のニーズを捉えた行政サービスの実施や収支バランス均衡、適切な事業

の選択による次の世代の負担の軽減を図るため、新財政計画に基づき、歳出予算規模の縮小、緊

急の行政課題に対応するための基金残高の増額、地方債残高の減少に取り組み、限られた財源を

有効かつ効果的に活用し、財政運営の健全化を進めることが必要であると考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) 答弁いただいたんですが、私の意図としては少なくとも 33 年度末ぐらいま

での財政計画にいくつかの数字が出てますよね。財政運営に関して経常経費比率だとか、それら

がいろんな部分で違ってきてるんだと言うんであればそれはそれでいいんですけども、だからこ

そ財政の安定的云々という部分がどうなんですかっていう部分が聞きたいというふうに思ってま

した。 

 それで最初の部分、予算編成の基本方針について云々くんぬんっていうふうに聞いてます。今、

答弁の中で言ってる部分は、これは財政主管課のほうが国際的な部分がどうのこうのっていうか、

経済云々がどうのこうの、それは財政サイドが基本方針を示す前に検討してこうだから当町の予

算編成の基本方針はこうなんだっていう部分でいかないと、これだと全部各課で考えなさいとい

うふうに取れるんですよね。だけど、昨年の 29 年の９月のときに同じ質問してると思うんですけ

ども、このときには基本方針は町の財政の根幹をなすもんだから云々くんぬんって答弁してたと

思うんです。そうするとそことちょっとニュアンスが違うんですけども、このことを踏まえて根

幹をなす基本方針はなんなんですかって聞いてるんですけども、そこのことについてお答えくだ

さい。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 昨年答弁したことと、すいません、感覚的にはあまり僕としては変えて

いるつもりは実際のところはございません。基本的には去年答弁した中でも各部のマネージメン

トを強化して政策を作り上げていただきたいということも申し上げておりましたので、基本的に

は今年の 31 年度の予算編成方針と 30 年度の予算編成方針については大きな変わりはないという

ふうに考えております。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) そういうことだということですからそういうふうにしておきますけども、次

の２番目の部分の評価及び計画期間、新財政計画が 29 年度からで５年間、33 年度までやってる

と思うんです。そうすると 28 年度からの部分でまだ１年半ですから、29 年度も最終的な決算の

部分は、監査委員による決算はある程度出てるんだろうと思いますけども、その辺の数字と今年

30 年度で半分過ぎてます。そうすると新財政計画でいきますと、歳入についてもそれなりに交付

税等々が減ってきているっていう部分があります。そうすると当然のことが歳出もそれなりに抑

えていかなきゃいけないという部分で、新財政計画では歳出合計が頭だよと、それを超えること

はないと。ただし、大きな何かがあればそれは 10 億、20 億のものが出てくればそれは当然災害
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等々で出てくる場合はありますから、それはこれに入らないよということになると今年の予算の

総額においても当初の財政計画で 146 億 9,600 万かな、ここまでは届いてないと思いますんで、

若干の部分は余裕あるんだろうと思いますけども、その若干の余裕というのは財政計画でいうと

ころの例えば 30 年度の交付税の部分は約３億ぐらい減ってると思うんですね。だからその部分の

余裕だとかを見た上でやっていってるというふうになるんだろうと思うんです。基金の積み立て

も目標を定めてますから、それは達成するんだと。そうするとこの財政計画作った時からだと思

うんですが、従来は収支決算が終わった中でその金額の何パーセントとかっていう部分で基金を

積んでいった。だけど、計画を立てたので、それを達成するためにはもう当初から基金は積むん

だよということになると、本来の数字の中から財政計画の以前の部分からいくと、もうその部分

を先に組まなきゃいけないというふうになるのかなと思ってます。28、29、30 年の後半でまだ

29、30 は公表できないというふうになるのかもしれませんけども、その辺の部分でどういうふう

に数値が推移してきて、それらに対してどのように考えているのか、中間の評価と今後の計画を

どうするのか、見直すのか、33 年度ではどういう数字になるっていう予測を立てているのか、財

政計画で示してる部分を参考にお答えいただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君)  阿部議員、今、手元に財政計画持っておりますか。そしたらその 16

ページの１番最後に財政計画の数字となりますけども、まず最初に地方交付税の 58 億 3,000 万っ

ていう数字ありますよね。それが実際 55 億っていうふうに今言われたと思いますけど、３億ぐら

い足りないよって。これですね、55 億っていうのは普通交付税の分だけなんですよ。これに特別

交付税の分が約４億以上予算計上しておりますので、それで 58 億 3,000 万となっております。普

通交付税の額は予算に比べますと１億ちょっと多く収入の決定はされたということになりますの

で、決算的にはもう少し交付税の額は増えるのかなというふうに考えております。 

 それから、積み立ての件につきましては、基本的には 30 年度には１億 5,000 万を財政調整基金

に積むということで計画をしておりまして、この部分については当初予算から計上しております

ので、今の収支でいきますと、積んでいくのは確実かなというふうに思っておりますので、この

部分については目標は達成できるかなと思っております。 

 それから、10 億円以上の事業についてはこの計画から除くということで、これは当初作ってる

ときから条件としておりましたが、30 年度の予算ではこの 10 億以上の事業がないので、基本的

には抜けてるものがないというふうにご理解していただければいいと思いますし、今後 10 億以上

の事業が出てくるということもなかなかちょっとこの時期からは考えにくいかなと思っておりま

すので、この部分についても推移は計画通りに執行できるのかなとは思っております。 

 ただ、これも災害復旧費も除くということになってるんですけども、６月それから８月に災害

が、台風 21 号だとか、それからこないだの地震の関係でおそらく今後被害の状況が出てきますの

で、それによっては補正予算等の数字が出てくるとは思いますけども、この分についても最初の

条件で除くということになっておりますので、基本的には 30 年度についてはおおむね計画通りに

実行できるかなと思っております。 

 ただ、29 年度については今現在精査等検証しておりますが、残念なことに 29 年度については

大幅に予算を超えているという状況でございまして、ここで出た部分については 30 年度以降で数

値の調整をしていかなければならないかなというふうには考えておりますが、現在それも含めま
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して検証しておりますので、検証結果が出ましたら担当委員会等にご報告のほうはさせていただ

きたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) 19 年度で数字が大きく膨らんでるから 30 年以降で調整をするという部分

で、 

それがまだ確定はしてないというか、調整額が確定してないということだと思うんですよね。オ

ーバーした金額がもう 29 年度決算等々である程度見通しはついてると思うんです。そうすると、

それらの数値の影響がどのように出てくるのか。当然、歳出の総額の財政計画を超えることはな

いということですから、その辺の部分は当然のことと思いますけども、ここのところであと基金

は大丈夫だよと、残高も大丈夫だよと、発行額も当然予定通り約 15 億ぐらいずつやっていくよ、

そうすると残高は少しずつ減っていくよ、当然、毎年 23 億ぐらいだったかな、返していきますか

ら、15 億借りても 20 億返せば５億は減っていくと、当然の原理だというふうに思います。 

 それで経常収支だとか、自己資本比率だとか、数値が云々っていう部分をちょっと言いました。

特に経常収支比率の部分が過去も 70 から 80 だよと言ってた部分なんですが、インフラ整備が進

んでない時代の云々くんぬんのなごりだと。だから今後はそれらの部分を進んできてるから 91.7

かな 90 台でもおかしくはないんだよと言ってるんですが、そこのところだけ取ればそうなんです。

だから、全体のよく言われるのは経常収支比率が高いと財政の硬直化だと言ってる部分なんで、

高いと財政の硬直化は進みますよねと。だから、数字が高くても理由があるからいいんだってい

うふうに考えていくのか、そこのところはインフラ整備の部分だとか、もろもろ経常収支ですか

ら、経常経費をどうやって落とすかっていう部分が引っ掛かってくるんだと思います。これ単純

なんですよね。率出すっていうのはａ分のｂで率が出てくる。ａ分のｂが１だよと、１を上げよ

うとしたら当然分子を増やすか、分母を減らすかそういう単純作業なんです。ただ、いろんな分

母、分子に入ってくる部分がいろんな条件があるんで、単純にいかないっていうのはわかります

けども、でも、ある程度単純に割り切らないとなかなかいかない。公共施設の部分だとかも含め

て、当然公共施設の維持管理が計上経費に大きくなっていく。あとは人件費だとかもろもろの部

分あるんでしょうけども、簡単に落とせないっていうのはわかりますが、落とさないと歳入が減

ってきますよね。歳入は減ってくるけど歳出は簡単に落とせないっていう話は、当然将来的には

黙っててもわかる話なんで、その辺の部分で僕が言ってる数字のバランスを見てくださいよ、そ

の上でどうなるんですかって言ってる部分は通告書の中に指標って書いてると思うんですが、そ

れらの部分の各数値の部分を総合的に判断した場合どうなるんですかって聞いてるのはそういう

意味なんです。個々の数値は良い悪いはできるんですが、例えば経常収支比率が多少やってもそ

れは何年間だよと、今こういう手を打っていくと将来的には安定する。例えば 90 以下に落ちる、

70 から 80、もしくは 80 前後にぐらいにいくよというような話になれば今上がっててもいいんで

すけども、それらも含めて当然財政総体でいくと自主財源比率がどうなるんだ。これは自主財源

ですから。極端な話で言えば、今言われてる利用料、使用料を例えばしゃむにに上げようと思っ

たら、２倍、３倍に上げれば当然自主財源比率良くなりますよね、少しはね。そういうところが

それを上げるかって言ったら単純にはいかない。必ず町民から言われるのは、上げるのはいいと

何の努力をして今の状態になったのって言われる。そんなに苦しいんですか。その次に必ずくん

のが、無駄なことやってないかいって話になっちゃう。だからそこの部分を含めていくと、あと
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はもう無駄なこと、それから職員多いんじゃないのとかいう話に繋がっていっちゃう。だから、

そこの部分を柔らかくいくためには相当内部的に、俗に言う構造改革なのか、リスクマネージメ

ントも含めてきちっとやってかないと、批判だけが残って、批判にさらされるのが職員だろうと

思うんですけども、そこの部分でいくからいろんな部分でここ 11 だったかな、指標を僕が知って

る部分で挙げてるんですけども、それらの部分を総合的にふまえたら、ここの一つの数値は悪い

けども、全体的にこうなって、お互いに数値をカバーし合ってっていうふうになろうかと思うん

ですけども、その辺の部分で、だから総合的に判断してどうなんですかって聞いてますんで、そ

の辺ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 経常収支比率を答弁の方でさせていただいたんですけども、91.7 って

いうのが決して良い数字だとは思ってません。これ全国平均が 91.7 だったということでうちも

97 とか８の高い比率になってるもんですから、基本的には全国的にも経常収支比率は上がってる

ものだなとは思っております。ただ、インフラ整備ができてない時代については、もう７割、８

割が当然というような時代でありましたので、今はそういう時代じゃないというところでお話を

させていただきました。 

 それから今阿部議員おっしゃったとおり、例えば経常収支比率をガツンと下げる方法としては、

使用料を上げれば自主財源比率が上がるので、当然比率は下がると思ってます。ただ、私壇上で

もご答弁しましたけども、財政指標が低いからといって財政が健全かというとそうではないとい

うところは、当然町民の生活が豊かにならない財政運営っていうのは基本的にはあり得ないとい

うふうに考えておりますので、そこはご理解いただければと思っておりますが、ただ、今後人口

が減少する、人口が減少するに伴って収入が減る、収入が減ることによって今までできたサービ

スができなくなるというご心配があるので、できる限り予算規模は小さくしていくべきだと思い

ますし、それから民間のできるものについては、役場の職員の人件費ってどうしても地域の民間

と比べるとやっぱり高いというふうには考えられますので、民間ができるものについては技術も

含めて民間にやっていただくっていうのが１番いいかなと思っておりますし、そういうところで

行財政改革も進めながら財政運営をしていくという考えのもと、この財政計画の３つの目標を達

成していければなというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) そうすると財政計画が 33 年度までですから、33 年度までにはある程度の数

値の達成は可能なんだろうというふうに理解をしたいと思うんです。34 年度以降はどうなるんだ

という部分は、おそらくいろんな状況、社会情勢等々で変化が出てくるんで想定は難しいと思う

んです。難しくても、今言ったように住民生活に極端に影響を与えないような財政運営をしなけ

ればいけないんだと思うんですよ。その辺の部分でいくと、どの程度のこと、簡単な数字でいい

のかもしれませんけども、28 年度に５年間の新財政計画ができたんですから、例えば今もう 30

年度だからもうちょっと延ばすと、37、８年ぐらいまで次の５年間のある程度の想定をするため

の検討はしてると思うんですけども、今、人口も減ってくるだろうというふうに見ます。先ほど

本間議員からは年間 400 人ぐらい減ってるという話でしたが、僕の認識では年間 350 人ぐらいで

すから５年間だと 1,700 人。国勢調査と住基の差が大体 500 ぐらいありますから、次 32 年度の

国調で 2,000 人ぐらい減る。そうするとそれらをもとに財政計画も検討していかなきゃなんない
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だろうと思うんですが、その辺で今の状況のまんまではおそらく非常に難しい将来的に難しい状

況になるだろうというふうに考えてますけども、34 年以降で歳出総額財政規模でいうところの標

準財政規模自体は、昨年のあれでは 90 億ぐらいになるんではないかという話をしてました。総体

予算としては、ここのところは明確なものはありません。僕は 1.2 倍ぐらいかなって言ってまし

たが、町のほうではその倍率はないと。現状は約 1.4 倍。それが妥当なのかどうかはよくわから

ないと言ったら失礼かもしれませんが、いろんな部分で努力していくとやっぱり 1.2 にしていか

ないと、90 億まで標準財政規模が落ちて、今 140 億維持するとなると約 1.5 倍になっちゃうんで、

1.5倍はちょっと多いだろうと。したら財政当局のほうが責任を持って1.4倍でも大丈夫なんだと、

将来展望大丈夫なんだっていうふうになるのかどうか、その辺の部分の根拠はありません。法的

に何倍がいいかっていう部分はありませんが、財政規模自体は人口だとかによって下がってくる。

昨年だと 32 年の国勢調査以降だと 90 億ぐらいと言ってましたけども、その辺で 34 年以降にど

ういうふうに想定をしているのか、明確な部分はないと思います。ないですけども、どの程度が

妥当かという心づもりがあるのかちょっとお聞きします。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 標準財政規模については、申し訳ありませんけど今も 1.5 倍が正しいの

か、1.2 倍がいいのかっていうところの議論につきましては、ちょっと私お答えできません、とい

うのは収入構造だとかが大きく変わると思っておりますので、そこはちょっとお答えはできない

かなと思っております。 

 それと 34 年度以降の計画につきましては、確かに 27 年の国調人口で約 2,000 人ぐらい減って

まして、28 年度から今の数字交付税で使われております。今１人当たり交付税、何ぼ入ってるか

というと、人口測定単位としてるものでは約 10 万円入っておりますので、単純に 2,000 人減った

分を考えますと２億円５年間減るということなので、５年間では 10 億円の収入が減るというふう

に考えなければならないかなと思っております。 

 また、その 2,000 人のうち約半分ぐらいが所得のある方で、給与を納めている方ではないかな

というふうに想定されるとしますと、住民税がどんだけお支払いされてるかちょっと今手元に計

算したものがないのでわかりませんけど、仮に 10 万円、年間で町税を納めていただくって考える

と、そこでまた１億円の不足になるというふうに考えるのがいいのかなと思っておりますので、

そうなると年間で３億円の一般財源が減るのではないかなというふうな想定はできると思います。 

 ただ、町民税が減れば、交付税も引く基準財政収入額が減るので、単純に交付税が２億落ちる

のかって言ったらそうではないので、仕組みとしてそういう仕組みにもなってませんし、現在地

方交付税の税の考え方についても財務省、総務省等で検討がされてますので、それによって制度

も変わるというふうに考えておりますので、それを見据えてからでないとなかなか推計ができな

いかなと思ってますし、やってしまってもただの推計で目標にはならないのかなと思っておりま

すので、現在、積算をしてないというのが現状でございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) 目標設定は難しいという部分ですから、それはそれで仕方ないのかなとは思

いますが、実際に財政数値の目標はなかなか難しいということですが、最後のところにいきます。 

 お約束という部分なんですが、よく聞かれるのが何かをやるということになってお願いに上が

ると単に金が無い、金が無いから仕方ないんだと、担当課自体もその部分であるんですけども、
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町長が求めているところの３つの輪なんですけども、最後の｢環｣っていう部分は、逆の発想から

いくとそれは非常に難しいんだろうと、狭い範囲で考えれば最後の｢環｣っていうのはある程度可

能性はありますけども、広い意味で考えると統制的理念になるんではないのかなと、最初の｢和｣

というのは共に仕事を苦労している職員との｢和｣というふうに捉えるとすれば、次の｢輪｣は公正

的理念という部分で日常的な目標数値になるのかなというふうに思いますけども、職員との｢和｣

という部分でいったときに、ある程度の目標があって双方に努力をする職務命令で｢和｣は作れな

いというふうに思うんですよね。町長がこう思ってるんだから、おまえら｢和｣作れって言っても

そんなこと無理な話ですから、あくまでも最後は人と人との対話の中で信頼関係だとか、もろも

ろのことが熟成されてできてくるもんだと思うんです。だから、そこのところの｢和｣という部分、

すぐにはいかないですよ、当然。今日言って、明日には｢和｣できたなんて話にならないからそれ

は当然なんですけど、その辺の職員との｢和｣っていう部分を作らないと、結局職員採用でも予算

の根幹に関わる基本方針っていう部分も引っ掛かってくるのかもしれませんが、職員自体がいろ

んな団体だとかから予算が切られたらどうのこうのっていう話になったら、金無いから仕方ない

んだよねっていう話になっちゃうと、そこのところに将来展望も含めて町長行政の最後のほうと

して各職員との中でいろんな対話をしていくことによってその｢和｣が熟成されるんじゃないかと

いうふうに考えるんですが、その辺のところを町長としては当然まだ半年ですから大変なのかも

しれないですけど、心構えのところでどのようにお考えなのか、どのような手法でいくのか話し

合うことしかできないと思うんですけども、その辺どのようにお考えなのかをお聞きします。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 私の３つの輪のお話でございます。 

 一つ目の｢和｣というのは、職員との｢和｣ということでは決してございません。職員との｢和｣と

いうよりは、町民の皆様の中で｢和｣を作っていただきたいという意味でございます。それで今、

町長自身どうやって職員と｢和｣を結んでるんだというお話でございますけども、私は決して上か

ら目線でこれをやれとか、そのようなことを言うタイプでもないというふうに思っておりますし、

やはりざっくばらんに良いものは良い、悪いものは悪い、あんたはどう思うんだというようなこ

とで、会話重視で職員の方とは接してるつもりでございまして、役場の中で職員の方との接し方

については今後ともそのような方向でしていきたいと思いますし、職員の皆さんにはやはり町民

の皆さんとよくじっくりお話をしてほしいという思いでございまして、それにつきましてはこの

前の６月の定例会のときにも、私、答弁の中でどういう思いかということを話させていただいて

おりますので、今後ともその方向で取り進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) 申し訳ございませんでした。最初の｢和｣については職員とという部分ではな

いということで、町民の中に｢和｣を作っていくんだと、当面の中ではそれが目標になるんでしょ

うけども、その｢和｣の作る核というかな、行動部隊としては職員がやっぱりある程度町長の意向

を理解していかなければならないだろうというふうに思っておりますので、その辺のところは今

後とも単純に予算上で金が無いから切るんだよというような話じゃなくて、その辺はじっくり話

し合って、それぞれが何が必要なのか、観光に関しても予算がないのは今の時点。だけど、政策

的にだとか、そういう祭りだとかが歴史だとかを考えたときに今後どういうふうな形に変えてい

って作り上げていくのかという理論がなければ、町の中にも輪はできないんではないかというふ



 

- 48 - 

 

うに思いますので、その辺のことについて再度その予算という部分行政が動くときにかなり予算

が絡みますので、無いは無いなりにどのように入っていこうとしているのか、話し合いしかない

のかもしれませんけど再度お聞きしたいと思います、町長。 

○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) ただいま祭りの件につきまして、どのような形にするのか、このような形に

するのかということも、町がやはり先頭に立ってというようなご主旨の将来展望を持った中での

っていうお話だというふうに私、今、受け止めましたけども、決してそのようなことではないと

いうふうに思っております。祭りはやはり住民の方々が集まって、自分たちの中で何ができるん

だと、そういうことを皆さんの中でお話し合いの上で行っていただくのが１番ベストだというふ

うに思ってございます。これ、祭りだけに関わらず、町民の皆様が集まった中でじゃあこれをや

ってみよう、あれをやってみようと、そういうことがこの町の今後の運営の中で１番大切なこと

だと思ってます。 

 １番この町に来てびっくりしたことは、ボランティアでいろんなことをされてる皆様が非常に

多いです。それは一方で町にお金が無いから私たちがやってるんだよっていう面もあるかもしれ

ませんけども、やはりボランティアでやっていただいてるっていう人数がもうハンパないぐらい

多い町だっていうふうに私は感じました。ですから、決してそういうものは町民の中に輪ができ

る、できないっていうのは時間はかかるかもしれませんけども、可能性として決してないもので

はないというふうに思っておりますので、今後ともそういう和づくり、あるいは町民の方との対

話を大切にしながら行政運営をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

○９番(阿部公一君) 今の話の中で当然進めていかれるんだろうと思いますけども、その辺期待し

まして終わります。 

○議長(福嶋尚人君) 次に進みます。 

 ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 申し訳ございません、上着は脱がさしていただいてます。 

 通告に従い一般質問をさせていただきます。質問は２点ございます。 

 質問事項の一つ目ですが、新ひだか町職員の障がい者雇用現状等についてでございます。 

 最近、各政府関係機関の障がい者雇用実態報告において、障がい者雇用水増し報告が問題とな

っております。また、各市町村でも障がい者雇用ガイドラインに基づく報告で水増し問題も発生

しており、新聞等で話題をにぎわしております。市町村の法定雇用率は、昨年まで 2.3 パーセン

トでございましたが、今年４月１日より 2.5 パーセントに引き上げられております。 

 そこで、当町の障がい者雇用現状について、次の事項についてお伺いをいたしたいと思います。 

 (１)町職員の現在の障がい者雇用人数は何人おられるのか、お聞きをいたします。 

 (２)町職員の障がい者雇用ガイドラインに基づく法定雇用率は達成しているのか、お伺いをいた

します。 

 (３)今後、町職員の障がい者雇用をどのように進めようとしているのか、お考えをお聞かせくだ

さい。 

 (４)町は民間を含めて障がい者雇用促進や指導にどのように取り組んでいるか、お伺いをいたし

ます。 
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 次に、質問事項の二つ目は、町所有の廃止建物施設の取り壊し処分計画についてでございます。

町は公共施設等総合管理計画で既存の施設の維持管理計画を作成しておりますが、使用目的の使

命を終えた町所有財産で使用を廃止している建物施設の内容と、今後の取り壊し処分計画につい

て、次の事項についてお伺いをいたします。 

 (１)廃止して使用されていない町営住宅、町民住宅の取り壊し必要物件の数と所在場所をお伺い

いたします。 

 (２)廃止して使用されていない大型建物施設の取り壊し必要物件の数と所在についてお伺いし

ます。 

 この(１)と(２)については資料請求いたしまして、今朝ほどいただきました。 

 次に(３)ですが、これらの建物の取り壊し処分計画はもっているのかをお伺いします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長(福嶋尚人君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 北道議員ご質問の新ひだか町職員の障がい者雇用現状等についてご答

弁いたします。 

 初めに障がい者の雇用の促進等に関する法律の概要について若干説明をさせていただきますが、

本法律は障がい者における雇用の促進と職業の安定を図ることを目的としまして、障がい者に対

する職業指導や職業訓練などの措置を講じて、その職業生活における自立を図る職業リハビリテ

ーションの促進ですとか、障がい者の雇用を法的義務とした障がい者雇用率制度の運営、また、

障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担を支える障がい者雇用納付金制度の運営などといった

施策を講じることとされております。 

 その中でも北道議員からご質問のあった障がい者雇用率については、障害の有無によって分け

隔てられることなく、全ての国民に同じ水準で常用労働者になりえる機会を与えるために、国や

地方公共団体、民間企業等に障がい者雇用率を設定し、事業主等に障がい者雇用率達成義務を科

すことによって、障がい者の雇用を保証しようとするものでございます。 

 そこで１点目の町職員の障がい者雇用人数でございますが、対象となるのは町長部局と教育委

員会でございまして、町長部局では 11 名、教育委員会では３名の、合わせて 14 名の方を雇用し

ているところでございます。障がい者の雇用人数につきましては、障がい者手帳等により確認を

してございます。 

 ２点目の町職員の障がい者雇用ガイドラインに基づく法定雇用率でございますが、平成 30 年４

月１日から地方公共団体の法定雇用率が 2.3 パーセントから 2.5 パーセントに引き上げとなって

おります。また、教育委員会におきましても同様に 2.2 パーセントから 2.4 パーセントに引き上

げになっております。 

 本町における障がい者雇用率でございますが、町長部局では 3.40 パーセント、教育委員会では

5.88 パーセントとなっておりますので、いずれも基準を満たす雇用率となってございます。 

 ３点目の今後町職員の障がい者雇用をどのように進めるかでございますが、本町における職員

の採用方法につきましては、地方公務員法第 17 条の２の規程により競争試験、または選考による

とされておりますことから、第１次試験として筆記試験等を行い、２次面接を行った上で採用を

決定しております。 

 選考に際しましては、障害の有る方も障害の無い人と同様にその人の能力や適性を勘案の上同
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様の基準により採用者を決定することはもちろんでございますが、試験、面接等におきましては、

障害の有る方が自らの能力を十分に発揮できるよう試験環境等の整備や支援体制も含めて十分に

配慮を行っております。 

 現在、障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づく障がい者雇用率は町長部局、教育委員会

ともに基準を上回っておりますが、障がい者個々の能力が十分発揮できるよう障害の種類及び程

度を勘案した職域の整備が必要であり、また、障がい者が職場と適応し、能力を最大限に発揮で

きるよう職場内の意識啓発を通じ、理解してもらえることも重要であるというふうに考えており

ます。法定雇用率を順守することは当然でございますが、障がい者の雇用についても努力してま

いりたいというふうに考えております。 

 ４点目の町は民間を含めて障がい者雇用促進や指導に取り組んでいるのかについてご答弁させ

ていただきます。障がい者の雇用促進については、ハローワークを中心に法定雇用率達成に向け

た指導等が進められており、昨年６月現在の数字ではございますが、浦河公共職業安定所が所管

する新冠町からえりも町において対象となる 50 人以上規模の企業数は 22 社、雇用率の算定基礎

となる対象労働者数は 2,283.5 人、雇用されている障がい者数は 74.0 人、実雇用率は 3.24 パー

セントで、法定雇用率達成企業の割合は道内及び全国を大きく上回る 81.8 パーセントとなってご

ざいます。 

 今後におきましても、国から寄せられるさまざまな情報を町広報紙に掲載するなど、関係機関

と連携しながら町内事業者に対する情報提供に努め、障がい者雇用の促進を図ってまいりたいと

考えております。 

○議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 北道議員からのご質問の大きな２点目、町所有廃止建物施設の取り

壊し処分計画についてご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の廃止して使用されていない町営住宅、町民住宅の取り壊し必要物件の数と所在

地についてですが、当町におきましては平成 30 年３月 31 日現在、経済部建設課が所管しており

ます町営住宅が静内地区に 205 棟 1,166 戸、三石地区に 81 棟 252 戸、合計 286 棟 1,418 戸、ま

た、地域振興部地域振興課が所管してございます町民住宅が三石地区に５棟 10 戸ございます。 

 議員ご質問の廃止して使用されていないものについてですが、耐用年数を満了し、老朽化も著

しく、既に入居者の募集も停止し、解体を残すのみとなっている住宅と解釈させていただき、ご

答弁させていただきます。 

 配布資料１に記載しておりますとおり、町営住宅につきましては、静内柏台団地の７号棟から

12 号棟の６棟 32 戸、東静内団地の 10 号棟の１棟４戸の計７棟 36 戸。また、町民住宅につきま

しては、三石本桐の２棟４戸、三石歌笛の２棟４戸の計４棟８戸が入居者を募集していない状況

にございます。なお、配布資料に記載してございますが、先に申し上げました町営住宅７棟 36

戸につきましては今年度中に解体を予定してございまして、入札も執行済みとなっておりますこ

とを申し添えさせていただきます。 

 続きまして、２点目の廃止して使用されていない大型建物、施設の取り壊し必要物件の数と所

在地についてですが、用途を廃止後、利用について公募を進めている旧学校校舎を除いて施設条

例が廃止され、さらに解体を残すのみとなっている施設と解釈させていただき、ご答弁させてい

ただきます。 
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 配布資料２に記載しておりますとおり、旧三石ファミリーパークに関連する 18 棟が挙げられる

ものと考えております。 

 最後に、３点目のこれらの物件の取り壊し処分計画は持っているかについてですが、平成 27

年 12 月に公共施設等総合管理計画を策定して以降、施設所管課職員により構成する庁内検討会議

を立ち上げまして、平成 30 年３月 23 日開催の第 10 回会期までさまざまな議論を重ねてまいり

ました。そのような中で町民文化系施設と区分している集会施設等の存廃方針につきましては、

議会にもご説明させていただいた上で関係自治会との協議を進めているところでございますが、

一方、その他の施設の存廃方針につきましても庁内で検討を進めておりまして、今後遅くならな

い時期に担当常任委員会にご説明したいと考えており、今後これらの方針を踏まえまして建物

個々の計画を策定する予定としております。 

 議員もご承知のとおり、基本計画に試算結果を記載しておりますが、当町が所有してございま

す公共施設並びにインフラにつきましては、その総量を変えることなく維持管理していくことと

仮定した場合、40 年間の総額で約 1,915 億円、１年当たり約 48 億円という多額の経費を要する

状況にございまして、その圧縮平準化こそがファシリティマネジメントにおける最重要課題であ

りまして、ファシリティマネジメントの推進によって町財政の一層の健全化を図り、行政サービ

スの維持向上を図っていかなくてはならないと認識しております。 

 現状では議員ご質問の取り壊し処分計画の策定までは至っておりませんが、施設の解体除却に

当たりましては計画策定により解体に係る財源の確保も念頭に入れながら、個別計画の中で費用

の平準化など、計画的に行っていくよう検討してまいりたいと考えてございますので、ご理解を

賜りたいと存じます。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 質問に答弁をいただきました。何点か再質問をさせていただきます。 

 初めに質問事項の一つ目ですが、新ひだか町の職員の障がい者雇用現状等についてでございま

すが、壇上から丁寧な答弁をいただき、当町の職員の障がい者雇用率が基準を達成してるという

ことがわかりましたので、再質問はありません。今後も障がい者の雇用促進を図っていただきた

いと思います。 

 次に、町所有廃止建物施設の取り壊し処分計画についての質問で(１)から(３)まで一括した中で

質問させていただきますが、今回は町営住宅と大型建物等に限定をしましたが、本来であれば生

活館とか、休止建物とか、まだまだあるわけでございますけども、今回はこの２つの案件につい

てだけ、町民住宅と施設についてだけ質問させていただきます。 

 壇上からの答弁をいただきましたが、使用されていない町営住宅について、静内地区の７棟 36

戸はもう既に取り壊しを予定されていることがわかりました。町民住宅の４棟８戸については、

三石地区にございますが、解体計画はあるのかどうかをお伺いします。 

○議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

○契約管財課長(田口 寛君) 先ほど壇上でも申し上げておると思いますけども、現時点におきま

しては解体計画、これは全庁的な施設の部分につきましては、公営住宅は長寿命化計画だとかで

個別に前から策定している部分ありますけども、それ以外のものにつきましては現時点において

解体計画はございません。 

 今後は個別計画を策定する中で計画的にその計画に基づいて解体していくということになろう
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かと思いますけども、町民住宅はその中のその他の施設の一部分になりますけども、生活館だと

か、生活改善センターは先に策定しておりますけども、数がやっぱり将来の解体まで含めますと

相当な数になるという計画になってますので、解体するにしても財源を確保しながら１年に 10

戸も 20 戸も解体できないもんですから、２、３戸ずつになっていくような計画になろうかと思い

ます。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) なるべく廃止したものは早く取り壊していただければなという意味もあり

まして質問させていただきました。 

 次ですが、大型建設施設で廃止して休止の身となっている旧三石ファミリーパーク関連 18 棟に

ついてでございますけども、取り壊せない建物、非常に老朽化してきてると思いますが、このま

まの状態で倒壊の危険はないのかお聞きしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 旧ファミリーパーク等におきましては、やはり昭和 55 年、56

年ごろの建物でございまして、かなり老朽化も進んでおります。 

 施設も廃止後、十数年経過しております。そういった部分もありまして、耐震基準等の問題等

もございますが、私どものほうでも定期的な見回り等実施するなど、そういった危険性の確認等

も併せて実施しているところであります。 

 また、そういった他のほうの危険性が無いように入口の所にバリケードを置き、さらには施設

に施錠するなど、そういった他の部分での危険性も排除するように今後も継続して努めていきた

いというふうに考えております。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 同じ大型施設の関連ですけども、大型施設はもう休止して相当経ってるんで

すけども、町民住宅は町場にありますけども、これは火災とかの発生の危険性は無いのかを伺い

たいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 桂田地域振興課長。 

○地域振興課長(桂田達也君) この本桐、歌笛の入居を停止している住宅ですけれども、定期的に

近場に行った時に職員が確認をしております。それから施錠等をしておりますし、周辺の草刈り

等も行っておりますので。定期的に見てはいるというような解釈でご理解ください。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) わかりました。草刈り等、近隣に迷惑かけないような管理に心がけていただ

きたいと思います。 

 先ほど答弁ありましたけども、これら三石ファミリーパーク等の老朽化している施設の見回り

点検の頻度はどの程度でやっているかお聞きします。 

○議長(福嶋尚人君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) 頻度ということでございますけれども、周辺、例えば海浜公園

に行くときに寄る等、現在運航している施設の管理状況を確認のときに見回りしたりするような

感じでございます。特段、週１回だとか、月１回だとか、そういったふうな回数を決めて回って

るわけではなくて、行くたびに寄るような形に、巡回に努めております。 

 以上です。 
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○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 特に台風とか、いろいろな災害があったときは点検をして、状況確認をして

いただきたいなというふうに思います。 

 前にもお聞きしたんですけども、三石温泉、旧ファミリーパーク関連施設の三石温泉の建物で

すけども、予算が無いということはわかりますけども、いつまでもあの状態で置くのか、もう特

に放置されているということで、特に浦河の方から見ますと新ひだか町どうなってるんだってい

う材料にも言われますんで、何とか計画をもって、見えるところだけでも処分してもらえないか

と思うんですが、どういうお考えをしているかお聞きしたいと思います。 

○議長(福嶋尚人君) 私語はやめてください。 

 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 今、旧ファミリーパークのお話が出ました。それで契約管財課長の

ほうからも一部お答えしてるんですが、要は使用しなくなった、利用しなくなった施設の解体除

却の関係なんですけれども、これまでは結局施設単体でそれを壊すとなると、基本的には財源と

いうものがございませんでした。ですから、なかなか施設の解体だとかっていうところまで手を

付けれないという状態が長く続いておりました。ただ、今、公共施設の適正管理っていうことで、

実は施設を集約したりだとか、統合したりっていうことを条件に施設の解体も含めて、起債の充

当ですとか、それに伴う交付税の措置というものがございます。 

 それで、例えば旧ファミリーパーク一つを解体するということになれば、それはもう使ってな

い施設ですので、それの除却に対する財源というのは基本的には無いのではないかというふうに

考えてますけれども、近隣の例えば公共施設、いろんな施設ありますけれども、それを統合する

ことによって、例えば何々地区の公共施設の統廃合計画という先ほど個別計画というものを言っ

ておりましたけれども、こういう計画を立てることによって、なるべくこういう財源があるもの

を活用しながら、そういう施設の除却等を進めていきたいというふうに今内部で考えております。 

 それで、これについては今地域と協議をさせていただいている町民文化系施設、それからそれ

以外の施設も含めて、これは総合的に除却の部分はまた別にそういう個別の計画をもって考えて

いかないとなんないということで、その町民文化系施設の地域との協議の進捗にもよりますけれ

ども、できればこういう財政状況でもありますので、そういうような財源を使いながら計画的に

進めていきたいと。 

 あと、その協議が整っても、同じ起債を仮に使うとしても、単年にいっぺんにその起債を多く

発行するということにもなりませんので、協議が整ったものから年度の計画を立てながらこうい

う公共施設の除却等についても進めていきたいというふうに現在のところ考えておりますので、

ご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 今、答弁あったようにこれから生活館、その他の統廃合含めた関連施設の解

体等も始まると思いますけども、やはりちょっと早めに計画に入れてもらって、解体するような

計画を立てていただきたいと思います。町の財源が不足しているということは十分承知してます

が、最後に町長に使用使命を終えた町有廃止施設これもまだまだあります。先ほど部長からもい

ろいろ答弁いただきましたけど、町長の考えとして今後どのように対応していくのかお聞きして

質問を終えたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長(福嶋尚人君) 町長。 

○町長(大野克之君) 使わなくなった各種施設たくさんあるのは私も存じております。特に、今北

道議員からお話ありました旧三石温泉の所でございますけども、私もとある方からあの施設何と

かならないのかということは従前から話を受けてるところでございます。事務的な仕組みにつき

ましては、ただいま坂部長のほうから説明したとおりでございまして、一刻も早くそういうもの

をまとめあげて、地域の理解も得た中でまとめ上げて、そういうものを粛々と手を付けていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

○５番(北道健一君) 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎延会の議決 

○議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。本日はこれにて延会したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 本日はこれにて延会することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎延会の宣告 

○議長(福嶋尚人君) 本日はこれにて延会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

                                  (午後 ４時０４分) 


